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緒 言 

 
 

地球温暖化は、国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の第 4 次報告に

おいて、人間活動による温室効果ガスの排出が原因であることをほぼ断定し、地球規

模で真剣かつ緊急に取り組むべき問題となっています。わが国では、平成 19 年に政

府がとりまとめた「21 世紀環境立国戦略」において、「持続可能な社会」を創り上げ

るためには、地球温暖化問題に対応した「低炭素社会」、自然の恵みを将来にわたっ

て享受できる「自然共生社会」、資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする

「循環型社会」の 3 つの軸を統合させて取組を進めることが重要としています。また

京都議定書の第 1 約束期間（2008～2012 年）が平成 20 年にスタートし、温暖化対

策は、国民、行政、業界が総力を挙げて対応すべき課題となっています。 
産業廃棄物処理事業は、国民の生活環境の保全と循環型社会形成の推進を図り、国

民の安全・安心を支える公益性の高い環境保全事業であり、温暖化対策については、

健全な経営基盤のもとで本来の業の意義・目的を追求し発展させていくことを前提と

して、できることから行動し、地道な取組みを続けていくことが温暖化対策につなが

ってきます。自社で比較的容易に取り組むことができる省エネルギー、エネルギー転

換や余熱利用等のほか、3R の推進が温暖化対策となることも多く、特に排出事業者

と連携を深め 3R と相乗効果を上げる形での取組みも重要となると考えられます。 
このような考え方から、産業廃棄物処理を行う事業者が温暖化対策に積極的に取り

組めるよう、「今後の公共関与施設における温暖化対策のあり方に関する検討調査委

員会」を平成 20 年 2～3 月に開催し、温暖化対策の基本的な考え方や対策メニュー

等につき検討を行っていただきました。その後、必要な整理を行い、検討成果を「産

業廃棄物処理分野における温暖化対策の手引き」という技術資料として発行する運び

となりました。 
本手引きが、産業廃棄物処理を行う事業者に活用され、産業廃棄物処理分野におけ

る温暖化対策が更に推進されることを期待します。 
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第１章 はじめに 

１．１ 本書の目的 

 
 
 
 
 
 
 
 

【解 説】 

産業廃棄物処理事業は、産業活動に伴い発生する産業廃棄物を安全・安心に、かつ適正に処

理を行う公益性の高い事業であり、循環型社会形成の推進においても重要な位置を占めている。 

平成 20 年 3 月に策定された第 2 次循環型社会形成推進基本計画では、平成 12 年度を廃棄物排

出量等の基準年として定めており、当該年度における産業廃棄物処理量を平成 17 年度の値と

比較すると、総排出量はやや増加しているものの、最終処分量は約半分に減少し、再生利用量

についても 2 割ほど増加しており、着実に循環型社会への構造転換が図られてきている。 

表 1.1.1 産業廃棄物処理量の推移 

実績値 対平成2年度比

再生利用量 15,100 18,400 21,889 45%

減量化量 15,500 17,700 17,856 15%

最終処分量 8,900 4,500 2,423 -73%

総排出量 39,500 40,600 42,168 7%

出典 ： 産業廃棄物の排出及び処理状況等について（環境省ホームページ）

URL：http://www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo.html

平成2年度
（1990）

平成12年度
（2000）

平成17年度（2005）

 

産業廃棄物処理では、再生利用と適正な処分のための加工や処理を行うことによる温室効果

ガスの発生を避けることができない。しかしながら、持続可能な社会の構築へ向けて、産業廃

棄物処理分野においてもできるだけ排出を減らすことができるよう積極的に関わり努力してい

く必要がある。本分野の特性を活かし、排出事業者との連携を密に行うことで、処理業者自身

の活動による温暖化対策効果だけでなく、排出事業者側を含めた社会全体の意識向上、具体的

な行動の実施を促し、より大きな効果をあげることも可能であると考えられる。また、これら

の行動を進めるためには、「環境経営」を実践することが不可欠であり、その構築に際しては、

各々の処理業者で必要な環境配慮の実態把握を通じて、環境方針、取り組むべき事項等を決定

するプロセスを踏み、推進していくことになる。本温暖化対策の手引きは、これらを決定する

ための一助となる情報を提供するものである。 
 

本温暖化対策の手引きの目的は、大きく以下の 2 つである。 

1) 持続可能な環境への配慮を高め、低炭素社会への転換を目指して、産業廃棄物処理分野

として取り組める行動や対策技術・制度、導入による効果や支援制度などの情報を示し、

処理業者による自主的な温暖化対策の実施を促す。 

2) 産業廃棄物処理分野という 3R と適正処分の双方に関わりノウハウを有す特質を活かし、

排出事業者や社会全体への働きかけを通じて、より効果的な温暖化対策の実施を促す。



 2

 
１．２ 廃棄物処理分野における温室効果ガス排出の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【解 説】 

■ 京都議定書 

京都議定書は 1992 年、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を目的として合意された「気候

変動枠組条約」を具体化するため、97 年の「気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3 京都

会議）」で採択された国際条約で、先進国に法的拘束力を持つ温室効果ガスの排出削減の数値目

標を定めており、2005 年 2 月に条約として発効した。同議定書では、我が国について、温室

効果ガスの 6%削減（第 1 約束期間：先進国全体の目標は 5%削減）が法的拘束力のある約束と

して定められている。 
地球温暖化の国内対策については、議定書発効を期に、2005 年 4 月 28 日、地球温暖化対策

推進法に基づく「京都議定書目標達成計画（以下、「目標達成計画」という。）」が閣議決定され、

これにしたがって、温室効果ガスの 6％削減約束の確実な達成をめざして、個別具体的な対策

が実施されている。 
目標達成計画は、第 1 約束期間の前年である 2007 年度（平成 19 年度）に、目標達成計画

に定める対策・施策の進捗状況・排出状況等を総合的に評価し、第 1 約束期間において必要な

対策・施策を 2008 年度から講ずるものとされており、目標達成計画の評価・見直しに関する

審議の結果、平成 20 年 3 月 28 日に全部改定された。 

表 1.2.1 京都議定書において対象となる温室効果ガス種類、基準年等 

対象ガス 
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パ

ーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）の 6 種類 

基準年 1990 年（フロン類は 1995 年） 

約束期間 第 1 約束期間：2008～2012 年（5 年間）、第 2 約束期間：2013～2017 年（5 年間） 

 

廃棄物処理分野からの温室効果ガス排出量は、わが国全体の排出量の概ね 3％弱であり、

廃棄物処理分野の経済規模に比べて高い割合を占める。このうち、焼却処理に由来するもの

（エネルギー回収分を含む）が全体の約 4 分の 3 を占めている。これは、これまで衛生・防

疫、国土の有効活用などの社会的必要性から「埋立」より「焼却」をより積極的に推進し適

正処理を図ってきた結果と考えられ、今なお増加傾向にある。 

温暖化対策として、これまでも廃棄物エネルギーの利用等のさまざまな取り組みが進めら

れているが、有機性廃棄物の埋立の削減、省エネルギー、余熱利用や環境負荷の低いエネル

ギーへの転換など、排出削減の余地の残っている部分に対して引き続き対応していく必要が

ある。 
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■ わが国における廃棄物部門からの温室効果ガス排出量とその推移 
わが国における廃棄物部門からの温室効果ガス排出量の推移を以下に示す。京都議定書の基

準年である 1990 年時点では、廃棄物分野の占める割合は全体の 2%であったが、その後、少し

ずつ割合が上昇しており、2004 年時点で 2.8%となっている。 

0

200

400
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800

1000

1200

1400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(百万トン）

エネルギー変換部門 産業部門

運輸部門 業務その他部門

家庭部門 工業プロセス

廃棄物

2.0%
2.3% 2.6% 2.8%

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
排出量 排出量全体 1144.2 1153.8 1161.9 1154.6 1214.3 1228.1 1241.0 1236.7 1200.2 1235.7 1256.4 1240.9 1278.7 1286.2 1287.5

（百万トン） 廃棄物分野 22.7 23.1 24.6 24.2 27.4 28.5 29.9 31.0 31.1 31.6 32.9 33.0 33.0 35.6 36.3
2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%割合(%)  

出典：「温室効果ガスインベントリオフィス」における公表値 
（http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html） 

図 1.2.1 温室効果ガス排出量の部門別割合の推移 
 

■ 温室効果ガスの排出量推移 

廃棄物分野からの温室効果ガス排出量を図

1.2.2 に示す。 
焼却処理により発生した CO2 が廃棄物分

野全体の約 4 分の 3 を占めている。 
なお、廃棄物発電及び原燃料利用による

CO2 排出量は、廃棄物からエネルギーを回収

した際の CO2排出量で、化石燃料の節約を通

じて CO2削減に貢献しているが、この貢献分

は廃棄物部門では表示されず、エネルギー転

換部門の CO2削減として計上される。 
 
 
 
 
 

1) 「その他」には、「HFCs（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類）」「PFCs（ﾊﾟｰﾌ

ﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類）」「SF6（六フッ化硫黄）」が含まれる。 
2) 産業廃棄物の焼却による CO2排出量には、産業廃棄物の廃棄物

発電分が含まれる。 
 

出典：「温室効果ガスインベントリオフィス」における公表値

（http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html）

CO2(一廃単純
焼却)
19.7%
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26.1%

CH4(埋立)
12.5%

CH4(廃水処理)
3.0%

N2O(単純焼却)
6.0%

N2O(廃水処理)
2.5%

その他
1.3%

CO2(原燃料利
用)

13.4%

CO2(一廃発電
分)

10.8%

CO2(特管焼却)
4.7%

廃棄物分野からの
温室効果ガス排出量

（2004年度）
47百万ｔ-CO2

図 1.2.2 廃棄物分野からの温室効果ガス排出量内訳（CO2換算）
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■ 産業廃棄物処理分野における温室効果ガスの種類別排出量推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜温室効果ガス全体＞ 
CO2 の排出量割合が約 4 分の 3 を占

め、もっとも高い。 
⇒ CO2を主な削減対象とする。 

＜CO2＞ 
焼却による発生が大部分を占める。 
また、原燃料利用が増加傾向にある。

⇒ 焼却処理を主な削減対象とする。

＜メタン（CH4）＞ 
埋立による発生が大部分を占める。 
⇒ 埋立処分を主な削減対象とする。

＜一酸化二窒素（N2O）＞ 
焼却（特に下水汚泥）による発生が大

部分を占める。 
⇒ 焼却処理を主な削減対象とする。
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出典：「温室効果ガスインベントリオフィス」における公表値（http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html） 

図 1.2.3 産業廃棄物分野における温室効果ガス排出量（値はいずれも CO2換算値） 
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１．３ 産業廃棄物処理分野における温暖化対策の推進 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【解 説】 

産業活動を通じて発生した廃棄物の適正処理と再資源化を担う産業廃棄物処理業は、国民

の生活環境の保全と循環型社会形成の推進を図る上で必要不可欠であり、国民生活の安全安

心を支える公益性の高い事業である。 
一方、「21 世紀環境立国戦略（平成 19 年 6 月 1 日）」において、地球温暖化問題は、人間

の安全保障の問題とも密接に関連し、人類が直面する最大の試練とされ、わが国においても

市民、産業界、自治体、国等関係者が協働し、危機意識を持って、これまでの取組みをさら

に推し進めることが必要となっている。 
本質的に環境保全事業である産業廃棄物処理業は、健全な経営基盤のもとで営まれるべき

ものであり、温暖化対策についても、本来の意義や目的、経営基盤を損ない健全な経営に支

障を来たすようなことがないよう十分に留意しつつ、持続可能な社会に向けた取組みとして

積極的に取り組んでいくことが求められている。3R の取組みは温暖化対策につながる場合も

多く、これらの活動をさらに推し進めていくことが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「21 世紀環境立国戦略（平成 19 年 6 月 1 日）」（環境省）p.4 

 

気候変動とエネルギー資源

生態系と環境負荷 気候変動と生態系 

気候変動とエネルギー・資源
温室効果ガス排出量の 

大幅削減 
３R を通じた資源環境 

自然の恵みの享受と継承 

地球生態系と共生して、 

持続的に成長・発展する 

経済社会の実現 

自然共生社会

循環型社会 低炭素社会 

持続可能な社会

地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。京都議

定書の第 1 約束期間（2008～2012 年）が 2008 年にスタートし、温暖化対策は、国民、

行政、業界が総力を挙げて緊急に取り組むべき課題となっている。 

産業廃棄物処理業は、国民の生活環境の保全と循環型社会形成の推進を図り、国民の安

全安心を支える公益性の高い環境保全事業である。温暖化対策については、健全な経営基

盤のもとで本来の業の意義・目的を追求し営むことを前提として、できるところから対策

を着実に推めていくことが求められている。 

対策の実施にあたっては、国・地方、産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物処理業者の協

働が重要であり、特に排出事業者と連携した３R の推進が温暖化対策となることも多く、

積極的に取り組むことが望まれる。 

図 1.3.1 21 世紀環境立国戦略のイメージ 
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 京都議定書の 6%削減約束を確実に達成するために必要な措置を定める京都議定書目標達成計

画（平成 20 年 3 月 28 日全部改定）においては、廃棄物処理における取組について、以下のよう

にまとめられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「循環型社会白書」平成 17 年版に加筆 

図 1.3.2 温暖化対策における各関係主体のかかわり

エネルギー起源ＣＯ2：上下水道・廃棄物処理における取組 

廃棄物処理においては、廃棄物処理施設における廃棄物発電等エネルギー利用を更に進めると

ともに、プラスチック製容器包装のリサイクルの推進、ごみ収集運搬車への BDF（Bio Diesel 

Fuel）の導入などの車両対策の推進を行う。 

非エネルギー起源ＣＯ2：廃棄物の焼却に由来する二酸化炭素排出削減対策の推進 

産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者による自主行動計画を進めることにより、廃棄

物の焼却の処理に由来する二酸化炭素の排出削減を進める。 

メタン（ＣＨ4）：廃棄物の最終処分量の削減等 

産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者による自主行動計画を進めることにより、埋立

等の処理に由来するメタンの排出抑制を進める。加えて、処理体制の強化、優良処理業者育成

等により、産業廃棄物の不法投棄を削減することで、これに伴うメタン排出の削減を図る。 

一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）：下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化 

下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化により、焼却に伴う一酸化二窒素の排出を削減する。

このため、下水処理場における下水汚泥の燃焼の高度化について基準化し、実施の徹底を図る。

また、産業廃棄物処理業者による自主行動計画を進める。 

生産 

（製造、運搬等）

天然資源の投入

最終処分（埋立）

処理（リサイクル、焼却等）

消費 

廃棄 

低炭素社会へ社会を動かす「起点者」

排出事業者 

排出抑制・リサイクルへの要求 

低炭素社会の「実践者」 

産業廃棄物処理業者 

低炭素社会への積極的な関与 

低炭素社会への転換の「支援者」 

国、地方自治体 

低炭素社会転換のための支援 

低炭素社会の「理解者」 

消費者 

リサイクル品の積極的な利用
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第２章 温暖化対策の基本的な考え方 

２．１ 温暖化対策を実施する上での考え方 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

■ 産業廃棄物分野における温室効果ガスの発生プロセス 

温暖化対策に取り組むには、発生プロセスを見極めて発生量等を定量的に把握し、これを踏

まえて可能な対策を決定して実施に移すのが効果的である。 
図 2.1.1 に産業廃棄物処理における温室効果ガスの発生プロセスを示す。収集運搬からは輸

送に伴うエネルギー起源 CO2、中間処理からは焼却処理等に伴うエネルギー起源 CO2、非エネ

ルギー起源 CO2 と N2O、最終処分からは埋め立てた有機性廃棄物(1)の嫌気発酵に伴う CH4 を

発生している。 
製品の生産・物流段階、消費段階は、モノが廃棄物として処理される前の上流にあたり、こ

の段階で排出事業者と連携協働して 3R に取り組むことにより、主にプラスチック燃焼による

非エネルギー起源 CO2や有機物の埋立による CH4、代替フロン類の排出量削減につながる。 
具体的には、以下の各方策が考えられる。 

・ 排出時のプラスチック類の分別の徹底 
・ プラスチック類の再生利用の促進 
・ 有機性廃棄物の再生利用や焼却処理の促進（直接埋立量の削減） 
・ 建材用等のフロン含有断熱材の適正処理(2)と破砕・埋立抑制 等 

                                                  
(1)

動植物性残さ、家畜ふん尿、下水汚泥、木くず、紙くず、繊維くず、焼却後残さ可燃未燃分など、生分解性炭素を含むもの

をいう。 
(2)

環境省ホームページ「建材用断熱材フロンの処理技術」（URL：http://www.env.go.jp/earth/ozone/tt-bi/index.html） 

温暖化対策に取り組むには、まず温室効果ガスの排出の実態を把握し、これを踏まえて

実行可能な対策を効果的に実施する。削減対策の中には、上流側への働きかけ（排出事業

者との連携による３R）が重要なものがある。 

対策の基本的な考え方は次の 4 つに分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無駄なエネルギー消費をなくす 
◆ｴﾈﾙｷﾞｰ
起源 CO2

省エネ活動、機器導入に取り組む 

環境に配慮したエネルギ を使用する 等

無為に廃プラ等を燃やさない 
◆非ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ起源 CO2

分別排出・選別を徹底する（マテリアルリサイクル）
※ 

廃棄物ｴﾈﾙｷﾞ を利用する(余熱利用／燃料製造)

なるべく有機物を埋め立てない 
◆埋立に伴
う CH4 

有機性廃棄物のリサイクルを推進する※ 

早期安定を考慮した埋立 維持管理をする

適正に燃焼管理を行う 
◆焼却処分
による N2O

高温燃焼により燃焼効率の向上をはかる 

【ガスの由来分類】 【基本的な考え方】 【主な対策例】 

主な対策例の※は、特に上流対策が重要なもの
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また、これら発生ガスの削減対策のうち、マテリアルリサイクル（図 2.1.1 網掛け部分）は、

対策を実行する廃棄物処理事業者としては CO2をより多く排出することもあるが、他業界（生

産・消費段階）の CO2排出量を削減するため、社会全体として波及的に削減効果があるもので

ある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 2.1.1 温室効果ガスの発生プロセス 
 

廃棄物処理（中間処理）

ﾏﾃﾘｱﾙ（素材）

消  費 

電力会社発電 

製品の製造・食料等の生産  

購入量の削減 
 
売電 

廃 棄 

ﾏﾃﾘｱﾙ（製品）

所内電力利用 

温室効果 
ガス排出 

廃棄物処理（最終処分）

燃料使用 

電力使用 

薬剤使用 

 

熱 

埋立廃棄物の安定化

（発生ガス） 
＋ 

 

 

 

 

施設運転／埋立作業

 

 

 

 

 

施設運転 

焼却 ＋
収集
運搬 

収集
運搬 

温室効果
ガス排出

温室効果
ガス削減

温室効果
ガス削減

温室効果
ガス排出

温室効果 
ガス排出 

温室効果 
ガス排出 

温室効果
ガス排出

温室効果 
ガス削減 

燃料使用 

電力使用 

薬剤使用 

温室効果
ガス排出

温室効果 
ガス排出 

は、製品の製造・消費段階の温室効果ガスへの波及的な削減効果あり 

余熱利用 
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■ 発生ガスの由来分類の定義、対策の概要等 

 発生ガスの由来分類ごとに、定義、対象施設及び対策の概要を示す。 
 
① エネルギー起源 CO2 

定  義：エネルギー（燃料・電気）の利用に伴い排出される CO2をさす。主なものを以下

に示す。 
  ・事務所・施設での燃料・電気等の利用に伴う排出 
 ・収集運搬車両等の燃料消費に伴う排出 
 ・埋立重機の燃料消費に伴う排出 

対象施設：管理事務所、中間処理施設、最終処分場の管理事務所、収集運搬業の事務所等 
対  策：省エネ活動（事務所の電力利用削減、収集運搬車両のエコドライブ等） 

再生可能エネルギー（3）やクリーンエネルギーなど環境負荷の少ないエネルギーに

変更するなど、比較的投資負担が少なく、即効性があり、かつ自らの努力で容易

に取り組める。 

②-1 非エネルギー起源 CO2 

定  義：エネルギー起源以外のもので、生産プロセスで発生・排出される CO2や廃棄物（主

にプラスチック類）の焼却で発生・排出される CO2をさす。 
対象施設：中間処理施設 
対  策：排出事業者に対し、化石燃料起源の素材（プラスチック類）の発生抑制・分別・

再生利用（3R）を推進するよう働きかけ、処理業者自らも 3R の促進に取り組む

ことで、焼却処理に伴う CO2の排出を抑制する。また、一定規模以上の焼却施設

においては、ごみ焼却時の廃熱を回収し、エネルギーとして利用することにより、

化石燃料の節約につながる。 

②-2 廃棄物処理に伴うメタン（CH4）の発生 （CH4 の温室効果係数（GWP）(4)：21） 

定  義：廃棄物最終処分場における有機物の嫌気性発酵等において発生する CH4 をさす。 
（上記に比べると少ないが、廃棄物の焼却に伴い CH4は発生する） 

対象施設：管理型最終処分場（中間処理施設） 
対  策：有機性廃棄物を再資源化や焼却処理し、また未処理の有機性廃棄物の受け入れを

抑制することにより、直接埋立処分を極力減らし、最終処分場からの CH4の発生

を削減する。これにより、処分場そのものが早期安定化し、事業採算の面からも

有利となる。 

②-3 廃棄物処理に伴う一酸化二窒素（N2O）の発生 （N2O の温室効果係数（GWP）：310） 

定  義：廃棄物の焼却処理に伴い発生する N2O をさす。 
対象施設：焼却処理施設 
対  策：高温燃焼の実施により N2O の発生を削減する。 

                                                  
（3） 太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオマスなど、通常エネルギー源枯渇の心配がない自然エネルギーのこと。ダムなどの

建設を伴わない小規模の水力発電も再生可能エネルギーに含まれる。 
(4) Global Warming Potential：温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を、二酸化炭素の当該程度に対する比で示した係数。 
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２．２ 温暖化対策を効果的に推進するための制度や方法 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

【解 説】 

■ 関連業界の取組み 

・ 排出事業者 

(社)日本経済団体連合会（以下「日本経団連」という。）は、平成 9 年に率先して環境自主

行動計画〔廃棄物対策編〕を策定し、それを受けて、傘下の個別業種等においても温室効果

ガス排出削減計画を策定している。日本経団連は、平成 19 年 3 月に環境自主行動計画〔循環

型社会形成編〕に改編し、これに基づき、3R をより一層推進している。 
 

 

 

 

 

・ 処理業者 

(社)全国産業廃棄物連合会環境自主行動計画（平成 19 年 11 月、平成 20 年 3 月改訂）に基

づき対策を実施している。 
自主行動計画の主な内容は、石油起源の産業廃棄物の焼却量削減、マテリアルリサイクル

の推進、生分解性産業廃棄物の最終処分量削減等であり、目標年度に関しては、同計画内に

以下の記述がある。 
 

 
 

 

 

 産業界では、温暖化対策を進めるための指針として、(社)日本経済団体連合会が率先し

て自主行動計画を策定し、これに続いて個別業種が温室効果ガス排出削減計画を策定し

て、目標とその方向性を示している。産業廃棄物処理業界においても、(社)全国産業廃棄

物連合会が平成 19 年度に自主行動計画を策定している。 

処理業者は、これらを踏まえて、具体的な環境配慮活動として計画的に実践することが

重要である。例えば環境マネジメントシステム等を導入し、効果的に対策を進める必要が

ある。 

会員は、2010 年度における温室効果ガス排出量を、基準年度の 2000 年度と同程度（±0%）

に抑制することを目標とする。なお、京都議定書の第一約束期間は 2008 年度から 2012
年度の 5 年間であることから、目標をこの 5 年間の平均値として達成することを目指す。

【産業界全体の目標＜第二次目標＞】（2007 年 3 月改定） 
産業界として、2010 年度における産業廃棄物最終処分量について、1990 年度実績の 86％
減を図る。 
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■ 計画の策定と具体的な実施 

 事業者は、業界毎の行動計画等の上位計画に則して、より具体的な環境配慮行動として実践

することが重要であり、身近な温暖化対策から実施することで、温暖化対策を着実に進めるこ

とが可能となる。これらの行動を事業者の視点で促進・強化し定着させるには、ISO14001 や

エコアクション 21 のような環境マネジメントシステムにより、「計画」（Plan）－「実行」（Do）
－「点検」（Check）－「改善」（Act）の PDCA サイクルにより計画を進捗管理しながら、効

果的に対策を推進することが望ましい。 
温暖化対策を実施するには、温室効果ガスをどこからどれだけ排出しているかなどのデータ

を最初に把握し、現状に適した計画を立案する。これに関連する制度として、地球温暖化対策

の推進に関する法律（以下「温対法」という。）に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・

公表制度」があり、企業・事務所単位での温室効果ガスの排出量の算定にあたっては、「温対法

算定マニュアル」（参考資料 3）、さらに詳細は「排出量算定ガイドライン」が公表されており

参考になる。これにより、「温暖化対策活動の把握」及び「排出量データの可視化」が行え、経

年的な変化の把握やほかの事業者の排出量との比較が行いやすくなる。なお、温対法の報告制

度では、全排出量について報告を行う義務があるが、もっとも重要なことは、温室効果ガスの

排出量削減を図ることであり、その観点からいえば、削減可能量のみの把握にも一定の意義が

あるものと考えられる。 
 また、近年は、環境報告書等の発行を通じて企業活動に関わる環境情報を開示する機会が増

え、また CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の考え方が普及してき

ており、この観点からも、企業・事業者単位での温暖化対策実施状況を把握するメリットがあ

るといえる。 
 

■ 温暖化対策を効果的に進めるための仕組み 

1) 環境マネジメントシステム（EMS：Environment Management System） 

・ ISO14001 認証取得 

ISO14001 は、企業の活動・製品及びサービスによって生じる環境への負荷を持続的に低減

させるための認証制度であり、温室効果ガス排出も環境負荷の一つとして取り上げられている

ことから、認証を取得することにより、総合的な温室効果ガス削減に寄与することが期待され

る。 
 

・ エコアクション 21 認証取得 

エコアクション 21 は、ISO14001 と同様に、環境への取組を効果的・効率的に行うシステム

を構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する

ための認証制度である。中小事業者等の環境への取組を促進するとともに、その取組を効果的・

効率的に実施するため、中小事業者でも取組みやすい環境経営システムのあり方をガイドライ

ンとして規定している。認証を取得することにより、総合的な温室効果ガス削減に寄与するこ

とが期待される。エコアクション 21 ガイドラインについては、産業廃棄物処理業者が使いやす

いように一部の表現を修正した「エコアクション 21 産業廃棄物処理業者向けマニュアル」が作

成されており、すでに廃棄物処理・リサイクル業の 484 事業者が本認証を取得している（平成
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20 年 3 月末現在、(財)地球環境戦略研究機関 持続性センター エコアクション 21 中央事務局

調べ）。 

 

・ 地方自治体等による環境関連認証の取得 

上記の取り組み以外に、中小企業向け EMS として、KES・環境マネジメントシステム・ス

タンダード（5）、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（6）、みちのく環境管理規格等の

地方自治体や公的機関が行う認証制度も同様の効果を持つ。 
 

2) 環境会計 

 環境会計とは、企業等が持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境

保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保

全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的（貨幣単位又は

物量単位）に測定し、社会に対して広く伝達する仕組みをさす。 
 環境会計の機能は内部機能と外部機能に分けられ、それぞれの定義は次のとおりである。 
内部機能：企業等の環境情報システムの一環として、環境保全コストの管理や、環境保全対

策のコスト対効果の分析を可能にし、適切な経営判断を通じて効率的かつ効果的

な環境保全への取組を促す機能 
外部機能：企業等の環境保全への取組を定量的に測定した結果を開示することによって、消

費者や 取引先、投資家、地域住民、行政等の外部の利害関係者の意思決定に影響

を与える機能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2.1 環境会計の機能と役割 
 

環境省 HP「環境会計」（URL：http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-2.html） 

                                                  
（5） NPO 法人 KES 環境機構が定めている環境マネジメントシステム。2 段階のステップを経て、ISO14001 の認証取得を目標

とする。あらゆる規模・業種の組織（企業・自治体・学校・家庭等）で取り組めるのが特徴。 
（6） 国際規格である ISO14001 を基本とし、多くの中小企業や各種団体等、多くの組織が容易に取り組める環境マネジメントシ

ステムとして、社団法人北海道商工会議所連合会が中心となり、経済団体、環境関係団体、行政機関(北海道・札幌市)の協力

を得て構築し、より分かり易く、より安価で、より取り組みやすくしたもの 

【社 会】 

内部機能 外部機能 

【企業等】 

情報の受け手 

社会とのコミュニケーション 

（信頼、評価、説明責任） 
企業の経営管理ツール 

情報の受け手 

消費者・取引先・投資家 

金融機関・地域住民 

NGO・行政・国民 等 

経営者 

関係部門 

従業員 

企業等の 

環境情報 

システム 

としての 

環境会計 
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＜参考＞ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく報告制度について 

温対法に基づく企業の温暖化対策活動の把握及び排出量データの可視化のため、「温室効果ガ

ス排出量の算定・報告・公表制度」が平成 18 年 4 月 1 日に施行している。温室効果ガスを一

定基準量以上に排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を、事業所・ガス

種ごとに算定し、毎年、次年度の 6 月に、国に対して報告することが義務付けられている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定した温室効果ガスの排出量は、事業所管大臣に報告することとなっており、廃棄物処理

業の場合、環境大臣に報告する（報告書の提出先は地方環境事務所長）。 
算定・報告・公表制度では、下表に該当する事業者等が対象となる。 

表 2.2.1  算定・報告・公表制度の対象者 

温室効果ガスの種類

[1] エネルギー起源二酸化炭素
燃料の燃焼、他人から供給された
電気又は熱の使用に伴い
排出されるCO2

[2] 非エネルギー起源二酸化炭素 ・ 次の2要件とも合致する事業所の設置者
（[1]以外で排出されるCO2）

[3] メタン（CH4）
[4] 一酸化二窒素（N2O）

[5] ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)
[6] パーフルオロカーボン類（PFCs）
[7] 六ふっ化硫黄（SF6）

温室効果ガスの種類ごとに定める当該温室効果ガスの排
出を伴う活動（排出活動）が行われ、かつ、当該排出活動に
伴う排出量の合計量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2

換算で3,000トン以上

事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

①

②

対象者

・ 省エネルギー法の第一種エネルギー管理指定工場及び第
二種エネルギー管理指定工場の設置者

・ 省エネルギー法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定
旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者

 

上表のうち、算定の対象となる温室効果ガスがエネルギー起源 CO2のみの場合は、省エネル

ギー法に基づく定期報告時にCO2排出量の報告を行うことで、温対法による報告とみなされる。 
なお、温対法により排出量の報告を義務づけられた事業者が、報告を行わなかった場合ある

いは虚偽の報告を行った場合は、温対法により 20 万円以下の過料が科せられる。 

※「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」の詳細については、算定・報告・公表制度ホームページ 
（URL：http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/）を参照のこと。 

 

 ＜集計単位＞ 

● 企業 

● 業種 

国 民 ・ 事 業 者

集 計 ・ 公 表  

国

● 一定の裾切り量以上の温室効果ガスを排出す

る事業者等を対象 

● 産業、業務(公的部門を含む)、運輸部門が対象

算 

定
＋ 

図 2.2.2 算定・報告・公表制度の概要 

 報
告
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第３章 産業廃棄物処理に関する温暖化対策 

処理業者等は、第 2 章で示した対策の基本的な考え方等を踏まえて、身近に取り組めること、

できることから着実に対策を進めることが求められる。 
本章では、産業廃棄物分野における管理事務所、収集運搬、中間処理、最終処分それぞれの区

分での温室効果ガスの排出源、対策の考え方と具体的な温暖化対策を列記し、表 3.1 に示した。

続いて p.18 より、具体的な対策について個々に内容を紹介する。 
 

■個々の対策紹介の構成 

個々の対策の紹介は、右見本のように、対策の概

要（箱書き）、解説、試算例（または事例）、支援制

度等で構成する。 
試算例では、実際に適用した場合に想定される温

室効果ガス削減効果の試算例を掲載した。なお、試

算を行うにあたり、管理事務所、収集運搬、中間処

理、最終処分それぞれについて、モデルを設定し、

可能な限りこのモデルを用いて試算を行った（試算

モデルは次ページを参照）。  
実事例の情報を入手できた場合は、試算は掲載せ

ず、実事例を優先して引用掲載した。 
試算の原単位は参考資料 3 で示した値を基本とす

るが、実事例においては、年度の違い等により異な

る原単位を用いている場合もある。この場合は、各

事例で用いられている原単位をそのまま用いた。 
支援制度では、20 年度予算に挙がっている制度の

中から、当該対策に関して支援する制度があれば、

制度・事業名、所管省庁を記した。さらに、補助率

等や要件、出典ホームページ URL 等の詳細を、資

料 10 に記載した。 
 
なお、p.18 以降の各対策の記述では、該当ページ右上に、廃棄物処理における適用可能な区分

を○で示すとともに、特に身近に取り組める対策については、◎で示した。 
 

●●技術 

対策の概要 

対策技術・制度等の説明、導入に向けた考え

方などについて、整理を行う。 

 

【解説】 

対策の詳細な解説を示す。 

【支援制度】 

支援制度がある場合、制度の名称と運

営主体を示す。 

 

【事例】（または【試算例】） 

事例、もしくは導入効果の試算方法と

結果を示す。 

 

対象施設 
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＜試算モデルについて＞ 

本章において示した各対策における温室効果ガスの削減効果のうち、試算例を掲載したものに

ついては、以下の設定値をもとに算定を行った。また、収集運搬、中間処理（焼却）、最終処分（管

理型）のいずれの試算モデルにおいても、管理棟における電気・ガス消費量については、管理事

務所試算モデルと同様の値を用いている。 
 
管理事務所試算モデル 
【モデルの前提条件】                          【モデルにおけるエネルギー起源ＣＯ２排出量】 

床面積 100 m2 物質 CO2排出量

電気使用量 17,000 kwh/年 電気 17,000 kwh/年 9.4 t-CO2/年

ガス等燃料使用量 1,182 m3/年 ガス 1,182 m3/年 2.5 t-CO2/年

合計 11.9 t-CO2/年

※事務所での電気使用に関する原単位 170 kwh／m2・年
※事務所でのガス使用に関する原単位 31 MJ／m2・年
※ガスの熱量換算 2.63 MJ/m3・N 電気 0.555 kg-CO2/kWh

ガス 2.08 kg-CO2/Nm3

管理
事務所 管理

事務所

数量

出典；建築の光熱水原単位〔東京版〕尾島俊雄研究室早稲田大学出版部1995年

 
収集運搬試算モデル 
【モデルの前提条件】                         【モデルにおけるエネルギー起源ＣＯ２排出量】 

車両保有台数 10 台 物質 CO2排出量 単位

日平均走行距離 30 km/日 事業 軽油 57,600 ℓ/年 150.9 t-CO2/年

燃費（軽油） 2.5 km/ℓ 電気 17,000 kwh／年 9.4 t-CO2/年

走行日数 240 日/年 ガス 1,182 m
3
／年 2.5 t-CO2/年

年間軽油使用量 57,600 ℓ/年 合計 162.8 t-CO2/年

原単位 軽油 2.62 kg-CO2/ℓ

事業 管理
事務所

数量

 
中間処理（焼却）試算モデル 
【モデルの前提条件】                         【モデルにおけるエネルギー起源ＣＯ２排出量】 

日処理量 100 ｔ 物質 CO2排出量 単位

内　プラスチック類混入割合 30 % 電気 4,000,000 kwh/年 10,480.0 t-CO2/年

プラント電気使用量 4,000,000 kwh/年 ガス 98 m3/年 0.2 t-CO2/年

プラント水使用量 220 m3/年 電気 17,000 kwh/年 9.4 t-CO2/年

プラントガス等使用量 98 m3/年 ガス 1,182 m3/年 2.5 t-CO2/年

合計 10,492.1 t-CO2/年

事業
事業

管理
事務所

数量

 

※他事例の平均値により算出 

 
最終処分場試算モデル 
【モデルの前提条件】                          【モデルにおけるエネルギー起源ＣＯ２排出量】 

埋立容量 100,000 m3 物質 CO2排出量 単位

構造 管理型（嫌気性） 軽油 5,560 ℓ/年 14.6 t-CO2/年

日平均埋立量 30 m3 電気 32,750 kwh/年 18.2 t-CO2/年

内　有機性廃棄物混入割合 40 % 電気 17,000 kwh/年 9.4 t-CO2/年

既埋立容量 50,000 m3 ガス 1,182 m3/年 2.5 t-CO2/年

使用重機（ブルドーザ） 1 台 合計 44.6 t-CO2/年

重機燃料使用量（軽油） 5,560 ℓ/年

水処理施設規模 30 m
3
/日

水処理施設電気使用量 32,750 kwh/年

事業

管理
事務所事業

数量
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温室効果ガスの排出源 

対策の考え方 
区分 対象となる施設等 排出源 

管理 
事務所等 

収集運搬の管理事務所 

中間処理施設の管理事務所 

最終処分場の管理事務所 

浸出水処理施設（建物） 

燃料・電気等の利用に伴う
温室効果ガスの排出 
 

【エネルギー起源 CO2】 

◆無駄なエネルギー消
費をなくす 

営業車両 
営業車両の燃料消費に伴う
温室効果ガスの排出 

【エネルギー起源 CO2】 

収集運搬 収集運搬車両 

車両の燃料消費に伴う温室
効果ガスの排出 
 

【エネルギー起源 CO2】 

中間処理 

中間処理施設全般（7） 

燃料・電気等の利用に伴う
温室効果ガスの排出 
 

【エネルギー起源 CO2】 

 
中間処理施設内で利用
する重機 

重機の燃料消費による温室
効果ガスの排出 

【エネルギー起源 CO2】 

焼却施設 

焼却処理による温室効果ガ
スの排出 
・CO2， N2O 

 
【非エネルギー起源 CO2】 
【廃棄物処理に伴う N2O】 

◆無為に廃プラ等を燃
やさない 

◆適正に燃焼管理する 

最終処分 

管理型最終処分場 
有機性廃棄物の最終処分
による CH4 の排出 

【廃棄物処理に伴う CH4】 

◆なるべく有機物を埋
め立てない 

 

浸出水処理施設 
（設備） 

燃料・電気等の利用に伴う
温室効果ガスの排出 

【エネルギー起源 CO2】 

◆無駄なエネルギー消
費をなくす 

  
                                                  
（7）

①汚泥の脱水施設、乾燥施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設、②廃油の油水分離施設、③廃酸又は廃アルカリの中

和施設、④廃プラスチック類の破砕施設、⑤木くず又はがれき類の破砕施設、⑥焼却施設 

表 3.1 温暖化対策一覧表 
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温暖化対策 

対策項目 具体的な対策（8） 
技術 

No. （9） 
掲載 

ページ

■通常業務活動で使用する電力・燃料
を削減する 

省エネ行動の実施 (1) p.18 

■設備の燃料・使用電力を削減する 設備で使用する燃料・電力の削減 (2) p.21 

■さらなる温室効果ガスの削減を図る 

グリーン調達 (3) p.24 

グリーン電力利用 (4) p.26 

ＥＳＣＯ事業 (5) p.28 

■車両の運転に伴う燃料消費を直接削
減する 

エコドライ
ブ等 の省
燃費対策

省燃費運転の実施 (6) p.30 

車両の運行管理 (7) p.32 

低燃費型車両・低公害型車両の導入 (8) p.34 

■車両の運転に伴う燃料消費を直接削
減する 

エコドライ
ブ等 の省
燃費対策

省燃費運転の実施 (6) p.30 

車両の運行管理 (7) p.32 

低燃費型車両・低公害型車両の導入 (8) p.34 

■収集運搬の効率化を図る モーダルシフト (9) p.36 

■より温室効果ガスの排出が少ない燃
料へ転換する 

バイオマス由来燃料への転換 (10) p.39 

クリーンエネルギーへの転換 (11) p.41 

■設備の燃料・使用電力を削減する 設備で使用する燃料・電力の削減 (2) p.21 

■より温室効果ガスの排出が少ない燃
料へ転換する 

バイオマス由来燃料の導入 (10) p.39 

クリーンエネルギーへの転換 (11) p.41 

■温室効果ガスのさらなる削減を図る 

グリーン調達 (3) p.24 

グリーン電力利用 (4) p.26 

ＥＳＣＯ事業 (5) p.28 

■重機の運転に伴う燃料消費を直接削
減する 

省燃費運転の実施 (6) p.30 

■廃棄物エネルギーを利用する 
（余熱利用・燃料製造） 

焼却熱
利用 

余熱利用 (12) p.42 

発電出力・発電効率の向上 (13) p.46 

廃棄物／バイオマス燃料製造 (14) p.48 

■廃プラ・木くず等の受入量を削減する 分別排出・選別の徹底  (15) p.51 

■木くず・動植物性残さ等のリサイクルを
促進する 

有機性廃棄物の資源化・中間処理 (17) p.54 

廃棄物／バイオマス燃料製造 (14) p.48 

■燃焼効率の向上を図る 下水汚泥等焼却炉の高温燃焼化 (16) p.53 

■有機性廃棄物の受入量を削減する 有機性廃棄物の資源化・中間処理 (17) p.54 

■早期安定を考慮した埋立や維持管理をする 準好気性埋立状態の維持 (18) p.56 

■設備の燃料・使用電力を削減する 
設備で使用する燃料・電力の削減 (2) p.21 

埋立地への雨水浸入量削減による施設稼動負
荷の低減 

(19) p.58 

■重機の運転に伴う燃料消費を直接削
減する 

省燃費運転の実施 (6) p.30 

■より温室効果ガスの排出が少ない燃
料へ転換する 

バイオマス由来燃料への転換 (10) p.39 

クリーンエネルギーへの転換 (11) p.41 

                                                  
（8） 網掛け部分は身近に取り組める対策を指し、その他については、新規施設増設等の対応が必要なため、自社の経営状態や

処理施設の状況を踏まえた上で、可能であれば取り組むべき対策を指す。 
（9） 太字部分は、排出事業者等の上流側と、分別や 3R 等について協力することにより実現を目指すものを指す。 
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(1) 省エネ行動の実施 

 
 
 
 
【解 説】 

身近な環境配慮、軽微な機器変更等により、比較的取り組みやすいものから温暖化対策を実施

する。 
表 3.(1).1 省エネ行動（1/2） 

区分 具体的な対策 

空 

調 

（1）冷暖房負荷の低減 

太陽日射の低減 
ブラインド操作、日射調整フィルムを貼る、窓ガラスの複層化 

すき間負荷の低減 
風除室、回転ドアの設置、気密サッシの使用 

空調作業域の集約 

夏季空調温度を 26℃から 28℃に 

空調運転時間の短縮 

エアコンと扇風機の併用利用 

ノーネクタイ（体感温度の低下） 

植栽等での季節温度調整 

壁や天井、床の断熱改修 

（2）設備システムの高効率化 

外気負荷の低減 
外気の過剰取入量の削減 
予冷・予熱時の外気カット 
熱源効率運転制御 

負荷に応じた台数制御、スケジュール制御、送水温度設定変更 

室内温度設定変更 

ゼロエナジーバンド制御（10） 

利用温度差の拡大（流量・風量） 

フリークーリング（11） 

熱交換器コイルフィルタ等の清掃 

（3）設備機器および全体管理 

効率改善のため、計測・記録 

保守・点検の定期的実施 

自動制御装置の保守・点検 

搬送 

ファン運転時間の適正化 

ダクトの空気漏れの点検・修理 

ポンプ台数制御の採用 

換気用動力は各種センサ等による風量制御 

照明 

窓際の照明消灯 

不要時の消灯（手元点滅、タイマ）、昼休みの消灯 

建築内装仕上げ色の明色化 

白熱電球の蛍光ランプ、LED 照明、有機 EL 照明等への変更 

ランプの定期的な取替え、清掃 

                                                  
（10） 人が不快に感じない範囲で温度をある一定の幅で設定する空調制御システムのこと。その範囲内では空調の稼働を行わず、

範囲を超えた場合に限り冷房または暖房を行う。 
（11） 冬期に冷凍機を運転せず、冷却塔を利用して冷水を製造するシステム 

事務所における電気、ガス等の使用量削減等の環境配慮行動、機器の運転制御、運転方式

変更等を行い、エネルギー消費量を削減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

◎
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表 3.(1).1 省エネ行動（2/2） 

区分 具体的な対策 

ボイラ 
給湯 

湯温設定値の適正化 

貯湯式ボイラの残湯の有効利用 

蒸気圧力の適正化 

蒸気（温水）配管の熱損失の防止 

昇降機 人感センサによる効率運転 

調理 

水の出し放し防止（給水栓の開閉励行） 

劣化パッキンの取替え 

火力の調整 

機器の清掃 

レンジ・オーブンのむだな予熱防止 

冷凍・冷蔵庫 

適正冷却温度への調整 

扉の開閉回数・時間の減少化 

食品の詰めすぎ防止 

温かい食品は冷まして入庫 

霜取りの励行 

扉のパッキンのチェック・修理 

凝縮器の定期的清掃 

自動販売機 

スピーディーな扉の開閉 

背面のスペース確保（10cm 以上） 

確実なホットアンドコールドの切換え 

執務、営業時間以外での照明消灯 

受電 
変圧器は電源側でカット 

受電室の換気チェック（高温による効率低下防止） 

設備保守 

自動制御機器の修理取替え（弁、ダンパ、センサ類の老巧化、取
付け位置不良） 

温度測温体の精度向上 

測定機器の増設取付け 

エネルギー使用量の把握（年度別設備別） 

パソコン パソコンの省エネモード 

電子媒体の積極的活用 紙の使用削減 

出典：「省エネルギー便覧 2007」（（財）省エネルギーセンター）に加筆
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【試算例】 

区分 具体例 
エネルギー 

削減 
経済的効果※6 

温室効果ガス 

排出削減効果 

（kg-CO2/年） 

空調負荷の低減 

夏季空調温度を 26℃から 28℃ 約 17%※1 43,350 円/年 1,600

空調運転時間の短縮 約 2%※2 5,100 円/年 190

エアコンと扇風機の併用利用 約 20%※2 51,000 円/年 1,900

ノーネクタイ（体感温度の低下） （約 17%）※3 43,350 円/年 1,600

照明 

昼休みの消灯 4～6%※2 12,750 円/年 470※4

パソコンの省エネモード 3～5%※2 10,200 円/年 380※4

白熱電球から電球型蛍光灯へ 75～80% 1,500 円/年 53※5

 
※1 冷房のための冷凍機消費エネルギーの場合（財団法人 省エネルギーセンター「オフィスのスマートファッ

ション Style Book」） 
※2 東京電力 くらしのラボ 
※3 ノーネクタイの場合、体感温度が 2℃下がると言われており、その分、空調の設定温度を上げることが可能。 
※4 エネルギー削減を 5%、地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項に定める排出係数（平成 18 年度）

0.555kg-CO2/kWh として試算。 
※5 机の照明（50W）を 1 日 8 時間、300 日使用した場合の試算値。 
※6 電気使用料金 15 円/kWh、、年間使用量 17,000kWh/年として試算 
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(2) 設備で使用する燃料・電力の削減 

 
 
 
 
【解 説】 

以下のような対策を実行することで、事務所、中間処理施設、最終処分場における電力消費量

を抑え、温室効果ガスの排出量を削減することができる。 

表 3.(2).1 設備で使用する燃料及び電力の削減対策（1/2） 

区分 具体的な対策 事務所 
中間処 

理施設 

最終 

処分場

空 

調 

冷暖房負荷 
低減 

外壁や窓からの熱の侵入の防止 
窓面積の減少、複層ガラスの採用、内壁（外壁）断熱、ひさし・

バルコニー等の設備、エアーフローシステムの採用 

○   

設備システムの
高効率化 

熱源の効率的利用 
高効率ヒートポンプの採用、コージェネレーションの導入、蓄

熱システムの導入 

○ ○  

自然エネルギー利用 
太陽熱利用、外気冷房、ナイトパージ（12） 

○ ○  

排熱利用 
全熱交換器（13）の取付け 

排熱利用ヒートポンプシステム（冷房排熱、下水排水、河川水

等の利用） 

○ ○  

外気導入量制御（CO２制御） ○ ○  

設備機器および
全体管理 

熱源は、部分負荷効率の高い機器や蓄熱システム運転
可能機器を採用 

○   

BEMS（Building Energy Management System、ビルエネル
ギー管理システム）（14）の採用 

○   

遠赤外線利用暖房装置 ○   

搬送 

VAV（可変風量）（15）方式の採用 ○ ○  

高効率ファンの採用 ○ ○  

ダクト圧損の改善 ○ ○  

VWV（可変流量）方式の採用 ○ ○  

配管抵抗の改善 ○ ○  

大温度差方式（16）の採用 ○ ○  

                                                  
（12） 夜間の涼しい外気を屋内に直接導入し、朝方の空調立ち上がり負荷を解消すると共に、昼間の室内発熱を除去する仕組み。 
（13） 温度、湿度を合わせた空気中のエネルギーを逃がさず、室内の空気を入れ替える設備 
（14） 施設全体のエネルギー消費の状態を監視しながら、使用の状態に応じて管理することにより、エネルギーの浪費を発見し、

省エネルギー改善を図るシステムのこと 
（15） 空調負荷に応じて送風量を 変えることにより冷暖房能力を調節 
（16） 空調システムの空気、冷温水の往き還り温度差を大きくとり、送風量、循環水量を小さくすることによって、空調機や循

環ポンプ等の空調搬送能力を低減 

管理事務所、中間処理施設、最終処分場のそれぞれにおいて、省エネ設備への転換や機器

の効率改善等を実施する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

◎ ◎ ◎
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表 3.(2).1 設備で使用する燃料及び電力の削減対策（2/2） 

区分 具体的な対策 事務所 
中間処
理施設 

最終 
処分場

照明 

HID ランプ、光ダクトシステム（17）採用 ○ ○ ○ 

Hf 型照明器具（18） ○ ○ ○ 

タスク・アンド・アンビエント照明（19） ○ ○ ○ 

昼光センサ、人感センサの導入 ○ ○ ○ 

ボイラ 
給湯 

適正ボイラの採用 
高効率、小型ボイラの併用、適正容量 

○ ○  

配管の適正化 
最短距離、適正管径 

○ ○  

ヒートポンプ式給湯設備 ○   

凝縮熱回収方式給湯設備 ○   

昇降機 群管理運転システム（20）の採用 ○   

受電 

適正容量の変圧器採用 ○ ○ ○ 

電力貯蔵用電池設備の採用 ○ ○ ○ 

力率の改善（コンデンサの取付け） ○ ○ ○ 

デマンド・コントロールシステム（21）の採用 ○ ○ ○ 

低損失変圧器の採用 ○ ○ ○ 

400 ボルト級配線設備の採用 ○ ○ ○ 

その他 
ポンプ・ファン・クレーンへのインバータの採用（22）  ○  

高効率モーターの採用  ○  

パターン分けによる運転時間自動変更（23）  ○  

出典：「省エネルギー便覧 2007」（（財）省エネルギーセンター）に加筆 

なお、上述の削減対策の他、中間処理施設、最終処分場では、処理施設そのものの運転の効率

化が有効な温暖化対策となる。「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」とい

う。）」において、第 1 種エネルギー管理指定工場（エネルギー使用量 3,000kl/年以上）に対して

中長期計画の作成・提出を義務付けており、廃棄物処理業については、「第一種指定事業者のうち

上水道業、下水道業及び廃棄物処理業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針（平成

16 年 2 月 26 日付告示）」が示されている（資料 8 付属資料参照）。このうち、別表 2 は汚泥の処

理、別表 3 は可燃物の焼却処理に関する情報として参考になる。 
 
【試算例】 

■ 管理事務所 

管理事務所試算モデルにおいて、表 3.(2).1 に示した対策を実施することで、事務所内の電力消

費量を 10%低減できたとすると、これによる CO2排出削減効果は、 
17,000(kWh/年)×0.1×0.555(kg-CO2/kWh)×10-3＝0.94 (t-CO2/年) 

                                                  
（17） 鏡面の内部をもったダクトに太陽光を取り込んで目的の位置に搬送し、直接採光が困難な室内や地下空間などの照明用光

源として使用 
（18） インバータを利用した高周波点灯回路を採用することで、照明の明るさを改善したもの 
（19） タスク（手元）照明により個人の必要とする照度を確保し、アンビエント（雰囲気）照明により、低めの照度で落着いた

室内視環境をつくる 
（20） 複数台運転時のエレベータの運転を最適化するシステム 
（21） 空調設備などの電力負荷をコントロールしてデマンド(需要電力)を一定値以下に抑えることをさす。 
（22） ダンパ制御を行っているファン等で、ダンパ開度に余裕がある場合などに適用可能である 
（23） 建築換気設備を冬季手動停止の運転状況・外気温度の運転時間自動変更に切り替え 
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【事 例】 
■ 中間処理 

焼却施設における送風機の風量制御変更による、設備システムの高効率化を図った事例を示す。 
設備条件：押込送風機 120kW、二次空気送風機 45kW、ダンパ開度調整から送風機インバータ

制御への変更を実施 

 電力(kW) 削減率 

(%) 変更前 変更後 

押込送風機 1 100 57 43

二次空気送風機 1 43 25 42

押込送風機 2 100 56 44

二次空気送風機 2 41 28 32

押込送風機 3 97 50 49

二次空気送風機 3 43 29 31

計 424 245 42

上表より、変更前の総電力 424kW、変更後の総電力 245kW ⇒ 電力量の変更により、424kW
－245kW＝179 kW の出力削減となる。これにより、年間約 430 トンの CO2削減が可能であると

試算された。 
179kW×24h/日×280 日/年×0.000555t- CO2/kWh≒668(t-CO2/年) 

出 典：「ごみ処理施設におけるエネルギー回収の向上および省エネルギー方策」，第 51 回全国環境衛生大会抄録

集，日本環境衛生センター，pp.62-65，2007 
 
■ 最終処分 

送風機の効率的運転及び生物処理槽内の溶存酸素量の監視強化により、浸出水処理を効率的に

実施した。これにより、平成 17 年度の電力使用量は 2,327,100kWh となり、平成 16 年度と比較

して 492,810kWh の削減、CO2排出量に換算すると 274 (t-CO2/年)の削減につながった。また、

処理水 1m3あたりの電力消費量についても、平成 16 年度の 9.42kWh/m3に比べて、17 年度は 9.41 
kWh/m3とわずかに減少した。 

出典：東京たま広域資源循環組合 環境報告書 2006 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

4 再生可能エネルギー導入加速化事業

5 地域協議会民生用機器導入促進事業

6 温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業

17 エコまちネットワーク整備事業

19 エネルギー使用合理化事業者支援事業

20 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業

22
日本政策投資銀行 地球環境対策事業
新エネルギー・自然エネルギー開発

23 中小企業金融公庫 環境・エネルギー対策貸付制度

29 中小企業金融公庫 資源エネルギー資金

税制優遇 32 エネルギー需給構造改革投資促進税制

補助

融資

 
 （番号は、「資料 10 支援制度」に掲載した番号に対応。以下同様） 
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(3) グリーン調達 

 
 
 
 
【解 説】 

商品（資材，工事・補修，保守点検等）・サービスを購入するとき、価格や品質だけを考慮する

のではなく、製品の開発・製造・使用・廃棄のライフサイクルにおいて、地球温暖化、大気汚染・

水質汚濁、廃棄物の増大等、多岐にわたる環境負荷のできるだけ少ないもの（グリーン製品：環

境負荷物質を含んでいない製品、再利用・再使用できる製品、再生品、簡易包装など）を購入す

ることや ISO14001 の取得など、積極的に環境保全活動に取組む企業の製品を優先的に購入する

ことをさす。これにより、供給側に環境負荷の少ない製品の開発を促すことにつながり、経済活

動全体を変える可能性がある。 
グリーン購入法への取り組みが円滑で効率的に実行されるよう、「基本方針」では、国等が重点

的に調達すべき物品等として、紙類、文具類、OA 機器など 14 分野 101 品目を特定調達品目と

して選定したうえ、それぞれ環境物品等としての判断基準を規定している。これらの品目に関す

る情報については、「グリーン購入法特定調達物品情報提供システム」を通じて取得することがで

きる。（URL：http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/gpl-db/index.html） 
※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」より抜粋 

表 3.(3).1 特定調達品目及びその判断の基準等（全 101 品目） 

分野 特定調達品目 判断の基準

紙類 情報用紙、印刷用紙、衛生用紙(トイレットペーパー)

納入印刷物 納入印刷物

文具類
シャープペンシル、ボールペン、はさみ、のり、ファイル、
バインダー等49品目

機器類 いす、机、棚、黒板等8品目

OA機器 コピー機、コンピュータ、プリンタ、ファクシミリ等7品目

家電製品 冷蔵庫、エアコン、テレビ受信機、VTR等6品目

照明 蛍光灯照明器具、蛍光管

自動車
低公害車(天然ガス自動車、ハイブリッド自動車等)、そ
の他の自動車

排出ガス、燃費等

制服、作業服 制服、作業服

インテリア、寝袋 カーペット、カーテン、毛布

作業用手袋 作業用手袋

設備 太陽光発電システム、燃料電池、太陽熱利用システム -

公共工事
①再生資材等(再生木質ボード、タイル、混合セメント等)
②建設機械(排出ガス対策型、低騒音型)

-

役務 省エネルギー診断 -

再生材料(再生プラスチック、間
伐材等)の使用等

ペットボトル再生樹脂の使用等

古紙配合率、白色度等

エネルギー消費効率等

 
環境省ホームページ（グリーン購入法特定調達物品情報提供システム）をもとに作成 

 

製品の原材料・部品や事業活動に必要な資材やサービスなどを調達する際、環境への負担

が少ないものから優先的に選択する。 
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収集
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◎ ◎
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なお、国土交通省においては、公共工事分野における工法、資材、目的物のそれぞれについて、

特定調達品目候補群（ロングリスト）を掲載している。公共工事においては、目的となる工作物

（建築物を含む）は、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保さ

れることが必要であるため、資材等の使用に当たっては、実際と同等の条件下での検証及び評価

が必要なことや、目的となる工作物の品質及び性能確保に留意する必要がある。また、コストに

ついても、公共工事においては、その縮減に取り組んでいることにも留意する必要があり、公共

工事に係る品目及び判断の基準等の検討においては、提案品目のロングリストへの掲載により使

用実績を含めた長期の検討を行うこととしている。 
 

グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目候補群（ロングリスト）の公表について（国土交通省ホームページ） 

URL：http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/13/130618_.html 

 
【試算例】 

■ 管理事務所 
 管理事務所試算モデルにおいて、事務所で使用している OA 機器、照明器具等をグリーン製品

に入れ替えることで、電気使用量を 5%削減できたと仮定すると、これによる CO2 排出量削減効

果は、次のように算出される。 
17,000（kWh/年）×0.05×0.555（kg-CO2/kWh）÷1,000 ＝ 0.47 (t-CO2/年) 

 

■ 中間処理 
 普通ポルトランドセメントの代わりに高炉セメントを用いることで、二酸化炭素の排出量削減

を図る。 
施設の改修工事で使用するセメントの量を 15,000 トンと想定すると、 

   排出原単位：普通ポルトランドセメント 0.912kg- CO2/kg 
         高炉セメント（B 種）0.501 kg- CO2/kg 
これより、15,000(t)×（0.912－0.501）(kg-CO2/kg)＝ 6,200 (t-CO2/年) の CO2排出量削減

効果が得られる。 
（建設施工における地球温暖化対策事例集 2005.3 をもとに作成） 
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(4) グリーン電力利用 

 
 
 
 
【解 説】 

グリーン電力とは、風力や太陽光、バイオマス、小規模水力などの自然エネルギーや再生可能

エネルギーによって発電された電力のことをいい、消費者がグリーン電力を選んで購入すること

ができるプログラムも含まれる。 
グリーン電力利用促進のための仕組みとして、「グリーン電力証書システム」がある。これは、

自然エネルギー等を利用して発電する電力が、従来の電力と比べてコスト的に割高であることに

着目し、そのコストを負担する者（企業、自治体等）がその自然エネルギーから生まれた電力を

利用したとみなすことで、これらの電力がもつ「環境付加価値」を、「電気」と切り離して「証書」

という形で取引することを可能にしたものである。 
具体的な利用方法は以下の通りである。 
① 企業・自治体等が、グリーン電力証書システム事業者とグリーン電力（環境付加価値）利

用の契約を結ぶ。 
② グリーン電力証書システム事業者は、グリーン電力認証機構の設備認定を得た自然エネル

ギー発電事業者に発電を委託する。認定を得た発電事業者と発電規模については、同機構

のホームページより確認が可能である。 
   グリーン電力発電電力量認証一覧（URL：http://eneken.ieej.or.jp/greenpower/jp/04index.html） 

③ 自然エネルギー発電事業者は

発電の実績（環境を改善した

実績）をグリーン電力証書シ

ステム事業者に報告する。 
④ グリーン電力証書システム事

業者は、報告を受けた発電実

績をグリーン電力認証機構に

申請し、認証を受ける。 
⑤ グリーン電力証書システム事

業者は、契約した企業・自治

体等に発電実績、発電期間等

を記した「グリーン電力証書」

を発行し、企業・自治体は、

発電実績に応じて費用を支払

う。 
  

出典：日本自然エネルギー㈱ホームページ（URL：http://www.natural-e.co.jp/green/how_about.html） 

 従来、電力会社から供給されている電力の一部を自然エネルギー由来の「グリーン電力」

として購入する。 

 
電力会社 

火力発電 

水力発電 

原子力発電 

【従 来】

施
設
（事
務
所
な
ど
） 

 

グリーン電力証書システム 

事業者 

 

電力会社 

施設（事務所など） 

【温暖化対策実施】 

電力供給 

※日本自然エネルギー㈱HP 画像に追記 

図 3.(4).1 グリーン電力利用の仕組み 

管理
事務所
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中間
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【試算例】 

■ 管理事務所 

管理事務所試算モデルにおける年間の電気使用量を全てグリーン電力で賄った場合のCO2削減

効果は、以下のように試算される。 
17,000(kWh/年)×0.555(kg-CO2/kWh)×10-3＝ 9.4 (t-CO2/年) 

 
■ 中間処理 

 焼却施設試算モデル（100t/日）における年間のプラント電気使用量（4,000,000kWh と想定）

のうち、10%をグリーン電力で賄った場合の CO2削減効果は、以下のように試算される。 
4,000,000(kWh/年)×0.1×0.555(kg-CO2/kWh)×10-3＝ 222 (t-CO2/年) 
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(5) ESCO 事業 

 
 
 
【解 説】 

ESCO 事業とは、ESCO 事業者が省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまで

の環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を

保証する事業をいう。 
ESCO 事業の契約形態はさまざまだが、省エ

ネのための設計、施工、導入設備の運転、保守

などにかかる費用は、省エネルギーによる経費

削減分でまかなわれ、また、契約期間終了後の

経費削減分は顧客の利益となるため、顧客にと

って省エネに取り組みやすいシステムになって

いる。 
表 3.(5).1 ESCO 事業の契約方式 

契約方式 
項目 

ギャランティード・セイビングス契約 シェアード・セイビングス契約 

資金フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

省エネルギー 
改修工事の 
資金調達者 

顧客 ESCO 事業者 

省エネルギー 
設備の所有者 

顧客（リースの場合金融機関） ESCO 事業者（リースの場合金融機関） 

サービス料の 
支払い 

省エネルギー効果（光熱水費の削減分）の中から 
一定期または一定の割合を支払う。 

契約期間終了後
の利益の分配 

省エネルギー効果（光熱水費の削減分）はすべて顧客の取り分となる。 

キャッシュフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

顧客の利点 

1）省エネルギー量が保証されるため確実に省エネ
ルギーを図ることができる。 
2）初期投資に関する資金調達を顧客側で行うの
で、省エネルギー設備は自己資産となる。 

1）省エネルギー量が保証されるため確実に省エネルギ
ーを図ることができる。 
2）初期投資のオフバランス化（資産の外部化）が図れる。
3）ESCO 事業者が省エネ設備に必要な資金調達を行う
ので、顧客は金融上のリスクを一切負わない。 

省エネルギーセンターHP（http://www.eccj.or.jp/esco/recommend/07/03.html）より 

金利
初期
投資

顧
客
の
利
益

光
熱
費
支
出

光
熱
費
支
出

ESCO事業実施前 ESCO事業期間中 契約期間終了後

光
熱
費
支
出

顧客の利益
ESCOの配当

返
済
分

 ESCO(Energy Service Company)事業の導入により、エネルギー使用量及び経費を削減する。

ESCO 推進協議会 HP（http://www.jaesco.gr.jp/）より

図 3.(5).1 ESCO 事業の経費と利益配分 
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事務所
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運搬

中間
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最終
処分

◎ ◎
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【事 例】 

■ 管理事務所 

 都内某事務所ビルにおいて、以下に示す省エネ手法を実施することにより、年間で 324 トン（排

出量の 7.1%に相当）の削減効果を得た。 
・蛍光照明の高効率化  ・外気導入量最適化制御 
・電気室系統空調の風量制御  ・冷水・温水冷却水ポンプの流量最適化制御 
・蒸気弁断熱対策 

参考：(財)省エネルギーセンター「民間での導入事例一覧」（URL：http://www.eccj.or.jp/esco/list/07/01-4.html） 
 
■ 中間処理 
三鷹市環境センターにおける ESCO 事業 
施設規模：65t/24h×3 炉、計 195t/日（竣工：昭和 59 年 12 月） 
事業期間：4 年 
契約形態：シェアードセイビングス契約 
ESCO サービスの事業費：43,176,400 円（環境センター分） 

表 3.(5).2 各項目における電力・エネルギー（原油換算値）・CO2削減量 
電力削減量 エネルギー削減量 CO2削減量

(kWh/年) (kl/年) (t-CO2/年)

水冷壁水循環ポンプの容量変更 69,049.7 17.5 26.1

灰出設備のタイマー制御 222,962.0 56.6 84.3

バグフィルタ用循環空気の加温方式変更 161,703.0 41.1 61.1

No.2高圧蒸気復水器のファン停止 96,483.7 24.5 36.5

機器冷却水ポンプの温度制御 9,526.6 2.4 3.6

落下灰コンベヤのタイマー制御 13,608.2 3.5 5.1

再加熱用送風機への省エネベルトの採用 5,832.1 1.5 2.2

尿素噴霧用空気量の適正 23,797.8 6.0 9.0

AHU及びファンへの省エネベルトの採用 19,199.9 4.9 7.3

冷温水二次ポンプの運動制御 50,179.9 12.7 19.0

ファン可変風量制御の採用 439,701.1 111.7 166.2

蛍光灯安定器の高効率化 49,471.5 12.6 18.7

合計 1,161,514.5 295.0 439.1

省エネ項目

 
 ※ 本表に記載のエネルギー削減量などは計画値 

出典：「熱回収効率向上・省エネルギー等地球温暖化対策実施例」、平成 19 年度廃棄物研究財団年次報告会講演資

料集、廃棄物研究財団 p.31、2007 
 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

5 地域協議会民生用機器導入促進事業

6 温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業

19 エネルギー使用合理化事業者支援事業

20 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業

融資 22
日本政策投資銀行 地球環境対策事業
新エネルギー・自然エネルギー開発

税制優遇 32 エネルギー需給構造改革投資促進税制

補助
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(6) 省燃費運転の実施 

 
 
 
 

【解 説】 

車両、最終処分場等における重機等の運転・走行時に、以下に示すような対策をとることで、

収集運搬車両の燃料消費量を削減し、効率的な運行が可能となる。 

表 3.(6).1 省燃費運転のための具体的な対策 

 
営業車両 収集運搬車両 

中間処理 

施設内重機 

最終処分場内 

重機 

アイドリングストップ実施 ○ ○ － － 

急激なアクセルワーク防止 ○ ○ ○ ○ 

早めのシフトアップ実施 ○ ○ － － 

経済性の高い速度運転 ○ ○ － － 

タイヤ空気圧の適正化 ○ ○ － － 

空ぶかしをしない ○ ○ － － 

エアコン設定温度の適正化 ○ ○ － － 

車両点検整備の徹底 ○ ○ ○ ○ 

（○は、省燃費運転のために取り組むことが望ましい対策を示す） 

（エコドライブ推進マニュアル（神奈川県）等をもとに作成） 

 

省燃費運転実践段階で実効を上げるには、末端のドライバーへの周知・徹底と継続する仕組み

が重要で、そのための、例えば外部講師の活用による啓発や事業所毎のチームミーティング、表

彰・報奨制度の導入などの具体的な促進活動が重要である。 
 

 車両の運転・走行時に、急発進・急加速・急ブレーキを控える、経済速度で走る、タイヤ

の空気圧を適切にするなど、効率的な走行によって燃料消費量を削減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

◎ ◎ ◎ ◎
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【事 例】 

■ アイドリングストップの効果 

アイドリングストップによる効果を車種別にまとめたものを以下に示す。目安として、アイド

リングストップを 5 秒間実施することで、エンジン始動時に必要な燃料分を補うことができる。 

表 3.(6).2 アイドリングストップによる CO2排出量削減効果 

 アイドリング 10 分間当たりの 

燃料消費量（単位：ℓ） 

アイドリング 10 分間当たりの 

二酸化炭素排出量（炭素換算、単位：g） 

乗用車（ガソリン車） 0.14 90 

小型トラック（2 トン車） 0.08～0.12 58～87 

中型トラック（4 トン車） 0.13～0.17 94～120 

大型トラック（10 トン車） 0.22～0.30 160～220 

出典：(財)省エネルギーセンター（URL：http://www.eccj.or.jp/idstop/guide/page1.html） 
(社)日本自動車工業会（URL：http://www.jama.or.jp/lib/jamagazine/200208/03.html） 

 
■ 車両点検整備の徹底 

建設機械のアイドリング時における排ガス中の CO2＋CO、CO、NOx、PM（Particulate 
Matter：粒子状物質）について自主管理基準を設定し、排ガス分析計の値がこれを超えた場合は、

再整備点検を実施することで適正整備を推進、温室効果ガスの排出量抑制につなげている。 
整備前のバックホウ（0.6m3）1 台あたりの 1 日燃料使用量を 77.7ℓ（6h 稼動）として効果を算

定したところ、燃料使用量を 75.8ℓ（1.9ℓ減）に抑えることができたため、これによる温室効果ガ

スの排出量削減効果は、以下のように算出された。 
2.62kg-CO2/ℓ×（77.7－75.8）＝5.0 (kg-CO2/日・台) 

出典：建設施工における地球温暖化対策事例集（2005.3）(社)日本建設業協会連合会 

 

【支援制度】 

区分 番号 制度名

補助 10
自動車燃料消費効率改善システム導入促進事業費補助金
（アイドリングストップ自動車導入促進事業）  
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(7) 車両の運行管理 

 
 
 
 
【解 説】 

車両運行管理方法の一つとしてエコドライブ管理システム（EMS：Eco-drive Management 
System）があり、これはエンジン回転数、アクセル開度、車速、積載量、路面状況などの条件を

リアルタイムに解析し、省燃費運転に必要な指示を運転手に伝達するものである。(6)で述べた対

策に加え、支援機器を取り付けることにより、車両の走行に伴う CO2排出量のさらなる削減を図

ることが可能になる。EMS の代表的なものとして、デジタル式タコグラフ（デジタコ）が挙げら

れ、これを用いることで、速度や急加速、急減速、アイドリングなど、ドライバーの運転状況が

記録され、改善可能な事項を視覚的に把握することが可能になる。 
EMS は、単に機器を設置するにとどまらず、走行結果を個人別運転成績表等に表し、前年同月

との数値の比較など達成度をドライバー全員で共有して他のドライバーや他事業所と競ったりす

ることで、運行管理活動として定着させる仕組みが重要である。 
また、ルートの効率化、帰り便の活用等による空車率の改善、運搬車両の大型化により、収集

運搬時の燃料消費量削減が可能である。 
 
【事 例】 

■ EMS 設置による温室効果ガス排出削減効果の算定 

4km 程度のテストコースを用いて、EMS を設置し、2 回走行し確認した。EMS を使用した場

合には、使用しない場合と比較して平均 14%の燃料の削減を達成した。 

表 3.(7).1 EMS 設置による温室効果ガス排出削減量 

 機器使用前 機器使用後 削減幅 

軽油使用量(ℓ) 1,468 1,261 207 

CO2 発生量(kg) 3,846 3,304 542 

軽油 1ℓあたりの CO2排出量：2.62kg 

出典：建設施工における地球温暖化対策事例集（2005.3）(社)日本建設業協会連合会 

収集運搬車両等にエコドライブ管理システム（EMS）を取り付けて運行管理を実施し、燃料

消費量を削減する。 
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事務所

収集
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中間
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■ デジタコ導入前後における温室効果ガス排出量の変化 

日栄産業㈱では、2005 年 9 月よりデジタコを導入しており、この結果、2006 年 1 年間におけ

る温室効果ガスの排出量が、前年に比べて約 213 トン削減できた。 

表 3.(7).2 デジタコ導入による CO2排出量削減効果 

 
2005 年 2006 年 

月平均 

デジタコ導入前 デジタコ導入後 

走行距離（㎞） 2,384,887 2,193,023 111,315 128,262

燃費消費量（kℓ） 1,019.17 935.78 56.33 53.93

CO2 排出量（ｔ） 2,647.22 2,434.26 146.94 141.09

1km あたりの排出量（㎏） 1.11 1.11 1.32 1.10

燃費（㎞/ℓ） 2.34 2.34 1.98 2.38

出典：「積極的に地球温暖化対策を実施」－日栄産業株式会社、いんだすと VOL.22, No.9, 2007 

 
■ 運搬ルートの効率化 

100トンの廃棄物を10トンダンプ車10台で運搬するケースを考える。ルートの効率化により、

運搬距離を 30km から 25km に短縮したと仮定し、燃費は 2.5km／ℓとおく。 
対策前 CO2年間排出量は、 

30km×2×10 台×240 日÷2.5 km/ℓ＝57,600ℓ 
57,600ℓ×2.62 kg-CO2/ℓ÷1,000＝151t-CO2/年 

対策後 CO2年間排出量は、 

25km×2×10 台×240 日÷2.5 km/ℓ＝48,000ℓ 
48,000ℓ×2.62 kg-CO2/ℓ÷1,000＝126t-CO2/年 

これより、ルート効率化による CO2排出量削減効果は、次のとおりである。 
151(t-CO2/年)－126(t-CO2/年)＝25 (t-CO2/年) 

これは、対策前の CO2年間排出量である 151(t-CO2/年)の約 17%分に相当する。 
（建設施工における地球温暖化対策事例集 2005.3 をもとに、廃棄物分野に適応して再計算） 

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

補助 19 エネルギー使用合理化事業者支援事業  
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(8) 低燃費型車両・低公害型車両の導入 

 
 
 
 
【解 説】 

 石油代替エネルギーを利用したり、ガソリンの消費量を削減したりすることで、排気ガスを全

く排出しない、または排出してもその量が少ない自動車のことを、クリーンエネルギー自動車と

呼ぶ。クリーンエネルギー自動車の種類及びその特徴は、以下の表に示すとおりである。従来の

市販車に比べて車両価格が割高となる、種類によっては一回の燃料充填によって走行できる距離

もガソリン車に比べて短く、燃料供給拠点も少ないといった点はあるものの、温室効果ガスの排

出量削減の観点から、積極的な導入が望まれる。 
 現在、廃棄物収集運搬車両では、天然ガス自動車のパッカー車を利用している例がある。 

表 3.(8).1 クリーンエネルギー自動車の種類と特徴 

種類 動力源 特 徴 

電気 

自動車 
電気を駆動源としてモーターを回す。 走行時の排気ガスが無く、騒音も少ない。 

ハイブリッド 

自動車 

ガソリンエンジンと電気モーターの二つを 

動力源にする。 
燃費が向上し、ガソリンの消費量が減る。 

天然ガス 

自動車 
天然ガスを燃料にしてエンジンを動かす。 排出される CO2、SOX、NOX の量が少ない。 

メタノール 

自動車 
メタノールを燃料としてエンジンを動かす。 排出される CO2、SOX、NOX の量が少ない。 

燃料電池 

自動車 
燃料電池で発電した電気を駆動源にする。 走行時には水しか排出されない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※新エネルギー財団 HP より 

 事務所所有の車両、収集運搬車両を低燃費・低公害車へと転換していくことで、燃料消費

量を削減する。 
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なお、国土交通省ホームページにおいては、「低排出ガス認定自動車に関する公表」として、メ

ーカー別、車両方識別の認定結果の公表、更新を行っている。また、(社)日本自動車工業会におい

ては、燃費性能に関わる車体表示や低排出ガス車の認定制度を設けており、導入の際の参考とす

ることが可能である。 
国土交通省ホームページ（URL：http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/lowgaskouhyou/） 

(社)日本自動車工業会ホームページ（URL：http://www.jama.or.jp/eco/epvc/） 

 
【事 例】 

ハイブリッド車導入による CO2排出削減事例を以下に示す。 

表 3.(8).2 ハイブリッド車導入による CO2排出量等削減効果 

評価項目 従来型車両 ハイブリッド車 

エネルギー消費量 1,020ℓ・台/年 510ℓ・台/年 

設備投資 1,600,000 円/台
2,200,000 円/台 

（補助金除く） 

維持管理費 200,000 円/台・年 270,000 円/台・年 

エネルギー費用 102,000 円/台・年 51,000 円/台・年 

CO2 排出量 2.4t-CO2/台・年 1.2t-CO2/台・年 

CO2 追加削減費用 － 15,500 円/t-CO2 

＊電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車などは燃料供給体制の整備が必

要であり、車両価格も高額であるため評価の対象としていない。 
＊燃料電池自動車は開発段階にあるため、評価の対象としていない。 

出典：新エネルギー財団 HP 

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

7 低公害車普及促進補助対策事業

8 クリーンエネルギー自動車等導入促進事業

9 自動車省CO2対策推進事業

税制優遇 31 自動車グリーン化税制（自動車税、自動車取得税）

補助
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(9) モーダルシフト 

 
 
 
 
 

【解 説】 

廃棄物の収集運搬に際して、長距離・大量輸送時に鉄道・海運を利用した運搬を選択すること

で、全工程を車両で輸送した場合と比べて、燃料消費量の削減を図ることが可能である。鉄道輸

送については、この他に、道路渋滞の解消やドライバー効率の向上、あらかじめ決められたルー

トを運行するために、不法投棄の防止といった効果も見込める。また、鉄道輸送とその前後の車

両による輸送に関する基本的な情報を入力することで、収集・運搬に伴う CO2排出量やエネルギ

ー消費量の試算が行えるものもある。 
JR 貨物ホームページ「エネルギー使用量、CO2排出量計算シート」（URL：http://www.jrfreight.co.jp/co2/） 

 
海運については、これまでに全国で 21 港がリサイクルポートの指定を受けており、これらを拠

点とした総合的な静脈物流の構築が進められている。リサイクルポート推進協議会資料によれば、

平成 16 年度における循環資源（木くず、廃プラ、汚泥等）の海上輸送実績（238 社中、54 社よ

り回答）は、合計で約 1000 万トンに達しており、その内訳の主なものとして、燃え殻・灰（40%）、

鉱さい類（27%）、土砂・瓦礫等（10%）が挙げられる。 
 
なお、1t の荷物を 1km 運搬する際の CO2排出量を輸送手段別にまとめると、次のようになる。

モーダルシフトについては、各事業者の業務実態に応じて、対策導入を検討することが期待され

る。 

表 3.(9).1 1t の荷物を 1km 運ぶために排出する CO2の量（g-CO2/t・km） 

輸送手段 
二酸化炭素 

排出原単位 
輸送手段 

二酸化炭素 

排出原単位 

営業用普通トラック 0,178 自家用小型トラック 3,049 

営業用小型トラック 0,819 鉄道 0,021 

営業用軽トラック 1,933 内航船舶 0,040 

自家用普通トラック 0,372 航空 1,483 

出典：国土交通省           
 

 廃棄物排出源から処理先までの収集運搬を、トラックによる長距離輸送から、大量輸送機

関である鉄道または海運と短距離トラック輸送との複合一貫輸送に変更することで、燃料消

費量を削減する。 
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【事 例】 

■ 廃棄物鉄道輸送事業（川崎市） 

川崎市では細長い地形に即して 4 つの処理センターを配置し、ごみ収集車による効率的な対応

を図ってきたが、平成 7 年度に日量 900ｔの処理能力がある浮島処理センターの稼動に伴い、市

内から排出されるごみをバランスよく処理するため、将来のごみ収集運搬事業を見据えて、従来

の車のみによる輸送を一部代替する方法として、市域のほぼ半ばを縦貫する JR 貨物線を活用し

た新たな鉄道輸送システムを自治体として全国で初めて導入した。なお、運搬品目は一般ごみ・

焼却灰・粗大・缶ペット・瓶の各品目である。 

 
図 3.(9).1 廃棄物鉄道輸送概念図 

平成 19 年度の運搬量実績値をもとに、鉄道輸送による CO2 排出削減量を算出した結果は以下

のとおりである。全量トラック輸送を行った場合の約 65%に相当する 172 (t-CO2)の削減効果が

得られたと算出された。 

表 3.(9).2 鉄道輸送による CO2排出量削減効果 

運搬総量 (t) 
CO2 排出量または削減量 （t-CO2） 

トラック輸送時排出量 鉄道輸送排出量 排出削減量 

56,469 264.2 92.4 171.8 

（算出方法は 2001 年度、国土交通省資料にて算出） 

 
（川崎市環境局施設部処理計画課の資料をもとに作成） 
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【試算例】 
■ リサイクルポート関連 

リサイクルポート推進協議会資料によれば、平成 16 年度における廃プラの海上輸送量実績（54
社からの回答）は、70,000 トンとなっている。輸送距離を 500km とし、全量がトラックで輸送

されたと仮定すると、それぞれの CO2排出量は、以下のように算出される。 
直接車両で運搬する場合； 

178(g-CO2/t・km)×70,000(t)×500(km)÷1,000,000＝6,230(t-CO2) 
海上輸送を実施した場合； 

40(g-CO2/t・km)×70,000(t)×500(km)÷1,000,000＝1,400(t-CO2) 
これより、年間での CO2 排出削減量は、6,230－1,400＝4,830 (t-CO2) 
 
出典：「リサイクルポート推進協議会の最近の取組み」－日栄産業株式会社、いんだすと VOL.22, No.9, 2007 
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(10) バイオマス由来燃料への転換 

 
 
 
【解 説】 

バイオマス由来燃料には、バイオディーゼル燃

料（BDF）やバイオエタノール燃料、バイオガス

等がある。バイオマス由来燃料は、バイオマス成

長時に CO2を大気から吸収するため、CO2排出に

計上されない。このため、収集運搬車両や埋立作

業重機等の燃料としてバイオマス燃料を導入する

ことにより、化石由来燃料の消費量を削減できる。 
近年、温暖化対策等のニーズの高まりを受け、

産業廃棄物分野においても、原燃料製造への転換、

バイオマスエネルギー製造への新規取り組みがな

されてきている。主な事例として、木質系バイオ

マスは、中・大規模製材所等での廃材を利用した

発電（直接燃焼発電）、熱利用が中心であり、熱は

木材乾燥用として用いる場合が多い。 
家畜排せつ物を中心にメタン発酵利用するプラ

ントが順次整備されつつある。設置形態は小規模

分散型のものが中心であり、基本的には家畜排せ

つ物単独で処理されるが、一部に食品廃棄物を混

合処理するプラントもある。また、下水汚泥、し

尿・厨芥類をそれぞれメタン発酵するプラントも

存在する。 
さらに、廃食用油をバイオディーゼル燃料

（BDF）化して軽油に混合する BDF 混合軽油 B5
（24）や、バイオエタノールをガソリンに混合し E3
（25）として用いる取り組みも各地で進んでいる。 

なお、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」（2008 年 5 月 30 日公布）に基づき、E3、B5
の登録事業者について、公布より 6 ヶ月以内（2008 年 11 月末）に登録申請が始まり、同法が施

行する 9 か月以内（2009 年 2 月末）に、資源エネルギー庁より公開される見込みである。 

                                                  
（24） 「揮発油等の品質の確保等に関する法律 施行規則」により、バイオディーゼル燃料の主成分である脂肪酸メチルエステ

ルを軽油中に 5%まで混合することが認められており、その混合燃料のことをいう。 
（25） 同じく、エタノールをガソリンへ 3%まで混合することが認められており、その混合燃料のことをいう。 

 ガソリン、軽油等の従来の燃料の代替として、バイオマス由来燃料を使用する。 
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表 3.(10).1 バイオマス資源の体系 

出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2 版）

（NEDO）

林地残材

間伐材

未利用樹

稲わら

もみ殻

牛ふん尿

豚ふん尿

鶏ふん尿

その他家畜ふん尿

卸売市場廃棄物

食品小売業廃棄物

家庭厨芥

事業系厨芥

木質系
バイオマス

パーム油

菜種油

バ
イ
オ
マ
ス
資
源

未
利
用
資
源

生
産
資
源

製材残材

建築廃材

古紙

製紙汚泥

黒液

麦わら

埋立地ガス

繊維廃棄物

短周期栽培木材

バガス

その他農業残渣

下水汚泥

し尿浄化槽汚泥

家畜排せつ物

木質系
バイオマス

製紙系
バイオマス

農業残渣

ふん尿・汚泥

食品系
バイオマス

その他

草本系
バイオマス

その他

森林バイオマス

食品加工廃棄物

食品販売廃棄物 

厨芥

その他木質バイオマス

稲作残渣 

植物油

牧草

水草

海草

糖・でんぷん

廃食用油
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【事 例】 

■ 収集運搬 

京都市では、廃食用油から製造したバイオディーゼル燃料を市のごみ収集車や市バスの一部で

利用している。現在、年間約 150 万ℓのバイオディーゼル燃料を使用しており、同量の軽油を使用

した場合と比べて、約 4,000 トンの CO2削減につながっている。 
1,500,000ℓ×2.62kg-CO2/ℓ÷1,000＝3,900 (t-CO2/年) 

参考：京都市 HP「バイオディーゼル燃料化事業」 

（URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000053.html） 

 
【試算例】 
■ 中間処理 

焼却処理量 100t/日の焼却施設試算モデルにおいて、従来使用していた天然ガス（都市ガス：

1,300Nm3/年）を全てバイオガスに転換すると想定（都市ガス利用削減分が CO2削減の対象）す

ると、CO2年間削減量は 
1,300（Nm3）×2.080（kg-CO2/Nm3）×10-3＝2.7 (t-CO2/年) 

と試算される。これは、焼却施設試算モデルにおける年間の総 CO2排出量（475.8 (t-CO2/年)）の

約 0.6%に相当する。 
 
■ 最終処分 

最終処分場試算モデルで使用している重機の燃料（軽油）を、全てバイオガスに転換すると想

定すると、CO2年間削減量は 
5,560（ℓ/年）×2.62（kg-CO2/ℓ）×10-3＝15 (t-CO2/年) 

と試算される。これは、処分場試算モデルにおける年間の総 CO2排出量（51.5 (t-CO2/年)）の約

30%に相当する。 
 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

2 エコ燃料利用促進補助事業

4 再生可能エネルギー導入加速化事業
補助
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(11) クリーンエネルギーへの転換 

 
 
 
 
【解 説】 

石油系燃料（A 重油）と LNG、都市ガス（CH4）を熱量あたりの炭素排出量で比較すると、A
重油を 100 とした場合、LNG は 71、都市ガスは 73 となり、熱源を LNG または都市ガスへ変更

することにより、CO2 排出量の削減につながる。産業廃棄物分野での適用を考えた場合、主に収

集運搬車両や重機類の燃料を LNG、都市ガスで代替することで、温室効果ガスの排出量削減に寄

与することが期待される。 
表 3.(11).1 燃料種類別 CO2排出量 

(対A重油）

A重油 2.71 kg-CO2/ℓ 39.1 MJ/L 0.0189 kg-C/MJ 100

軽油 2.62 kg-CO2/ℓ 38.2 MJ/L 0.0187 kg-C/MJ 99

LNG 2.70 kg-CO2/kg 54.5 MJ/kg 0.0135 kg-C/MJ 71

都市ガス 2.08 kg-CO2/Nm3 41.1 MJ/Nm3 0.0138 kg-C/MJ 73

単位量あたりの
熱量

熱量あたりの炭素排出量使用量あたりの
CO2排出量

 

天然ガス自動車（燃料として CNG（圧縮 LNG）を使用）の普及は年々進んでおり、平成 19
年度時点で約 34,000 台となっている。車種別で見た場合、トラックが 45%ともっとも多くを占

めており、今後、さらなる普及が見込まれる。 
出典：(社)日本ガス協会ホームページ（URL：http://www.gas.or.jp/ngvj/cev/index.html） 

 
【試算例】 

■ 収集運搬 

収集運搬試算モデルにおいて、車両の燃料として使用している軽油（年間 57,600ℓ/年）の全量

を LNG に代替したとすると、これによる温室効果ガスの排出量削減効果は、 
57,600（ℓ/年）×2.62（kg-CO2/ℓ）×｛（0.0187－0.0135）／0.0187｝×10-3＝42（t-CO2/年） 
これは、収集運搬試算モデルにおける年間排出量である 162.8 (t-CO2)の約 30%に相当する。 

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

補助 20 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業  

 車両や施設で使用する燃料を、石油系燃料から環境負荷の少ない天然ガス（LNG）へと変

更する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

◎ ◎ ◎
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(12) 余熱利用 

 
 
 
 
 
【解 説】 

廃棄物の焼却に伴って発生する熱（余熱）は、燃焼ガスという形態をとっているが、直接の利

用により又はエネルギー変換を通して、事業所内外の様々な用途に利用することができる。エネ

ルギー変換方式としては、熱交換器により燃焼ガスの熱から温水を作る方式や廃熱ボイラによっ

て蒸気を得てから蒸気タービンで発電する方式があり、燃焼ガス、温水、冷水、空気、動力、電

力といったエネルギー形態がある。また、利用方法としては、乾燥熱源、濃縮熱源、燃焼空気、

補機駆動、冷房熱源、暖房熱源、給湯熱源及び電力利用がある。利用先のうち事業所内について

は熱のロスが少ないが需要量が比較的限られており、事業所外については立地条件により熱利用

に対する需要が大きく異なってくる。 
表 3.(12).1 に整理されるとおり、余熱の利用先、利用方法及びエネルギー変換方式（形態）の

選択肢は多岐にわたっており、これらの中から、施設条件及び周辺の熱需要等の立地状況を踏ま

え、余熱利用の方法を決定していくことが肝要である。なお、余熱利用に係る技術については、(社)
日本環境衛生施設工業会（JEFMA）各社のものが、(社)日本環境衛生施設工業会『廃棄物処理施

設における温暖化対策ガイドブック 2005』に整理されている。 
 
■ 廃棄物発電 
 廃棄物発電は、廃棄物の焼却により発生した燃焼ガスから廃熱ボイラによって蒸気を作り出し、

蒸気タービンによって電力を得る余熱利用の一形態である。発電した電力は、焼却施設や管理事

務所等の事業所内にて利用するほか、余剰分を電力会社に売電することも可能であり、近隣に熱

需要がない場合においても広く廃棄物エネルギーの利用が図られる。 
 焼却施設における発電設備の導入には、最低でも処理量が 100 トン/日以上であること及び 24
時間連続運転であることが条件となっており（環境施設 No.107、2007 年、P2～20）、発電設備

の停止時においても安定的に電力を供給できるような体制づくりが必要である。なお、発電設備

の具体的立案及び工事・運転保守等については、『廃棄物発電導入マニュアル（改訂版）』（平成

14 年 9 月、NEDO）及び『廃棄物発電導入促進検討の手引き』（平成 15 年 3 月、新エネルギー財

団）に整理されている。 
 
■ 熱のオフライン輸送 
 事業所外に熱を供給する場合、通常は配管が用いられるが、蓄熱材を車両、鉄道又は船舶等に

積載し、需要場所へ輸送する方法（オフライン輸送）もあり、より遠くの需要場所への供給が可

能となる。特に、タンクに充填した潜熱蓄熱材（PCM: Phase Change Material）に熱を貯蔵し

て、これをトラックで輸送し、官公庁舎、オフィスビル、病院又は学校等の冷暖房又は給湯用に

 廃棄物の焼却に伴って発生する熱（余熱）を有効利用することにより、事業所内での燃料

使用量または電力消費量を削減し、事業所外においても熱または電力を供給して燃料使用量

または電力消費量を削減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

○
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利用することが挙げられる（図 3.(12).1）。 

表 3.(12).1 余熱利用方法の整理 

 
一次変換 一次媒体 二次変換 二次媒体

蒸気タービン 電気 電力利用(所内動力、場外送電)

蒸気タービン (動力) 補機駆動(ファン、ポンプ等)

熱交換器(蒸気-水) 温水 濃縮熱源、暖房熱源、給湯熱源

熱交換器(蒸気-空気) 空気 燃焼空気、乾燥熱源

吸収式冷凍機(蒸気駆動式) 冷水 冷房熱源

乾燥熱源、暖房熱源

熱交換器(空気-水) 温水 濃縮熱源、暖房熱源、給湯熱源

燃焼空気、乾燥熱源、暖房熱源

熱交換器(燃焼ガス-水) 濃縮熱源、暖房熱源、給湯熱源

濃縮熱源、乾燥熱源

乾燥熱源

利用方法
(例)

エネルギー源
エネルギー変換方式

廃熱ボイラ 蒸気

廃棄物焼却
廃熱(燃焼ガス)

(燃焼ガス直接利用)

熱交換器(燃焼ガス-対象物)

温水

熱交換器(燃焼ガス-空気) 空気

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.(12).1 オフライン熱輸送の模式図 
【事 例】 
■ 事業所外への熱供給 

ごみ焼却施設における燃焼ガス冷却設備において、水噴射式ガス冷却室に変わり廃熱ボイラを

設置し、発生蒸気を隣接するスラッジセンターに供給して汚泥乾燥用の熱源として利用する。こ

れによる乾燥用燃料（A 重油）の削減により，二酸化炭素排出量の抑制に寄与する。 
送蒸気量による重油削減量： 

11,099 t/年（年間送蒸気量平均）×64ℓ（蒸気 1t あたり A 重油使用量）＝710kℓ/年 
CO2削減量： 

710kℓ/年×2.70963 t-CO2/kℓ（A 重油の CO2排出係数）＝1,900 (t-CO2/年) 
（温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.1.2 平成 19 年 2 月、環境省・経済産業省） 

（参考）経済効果 
焼却施設の廃熱ボイラ設置による維持経費増加分等は、スラッジセンターでの重油使用量削減費

用と相殺 
・廃熱ボイラ設置に係る工事費：約 11 億円 
・廃熱ボイラ設置による薬品代、補修費増加費用：約 26.4 百万円/年（H15～H17 平均） 

 

出典：「熱回収効率向上・省エネルギー等地球温暖化対策実施例」、平成 19 年度廃棄物研究財団年次報告会講演資

料集、廃棄物研究財団、pp.31、2007 

利用側

・ごみ焼却
・下水汚泥焼却
・発電所
・化学プラント
　　など・・・

蓄熱タンク

本システム

給 湯

冷 房

暖 房

本システム

蓄熱タンク

熱源側

 

熱を搬送！
病院、オフィス、公共施設など

蓄　熱

廃
　
熱

トランスヒートコンテナ

トランスヒートコンテナ 放　熱
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■ 廃棄物発電、売電及び事業所外への熱供給を行う事業 

千葉県市原市に位置し平成 19 年 10 月に稼働開始した(株)市原ニューエナジーによる焼却施設

では、建設系廃棄物リサイクル施設で発生する可燃性残渣及びその他各種廃棄物の焼却処理を行

っており、その際に発生したエネルギーを利用して発電し、また、場外に熱供給する設備が導入

されている。 
発電出力 1,950kW のうち 500kW 分を場内で消費し 1,450kW 分を売電する計画であり、バイ

オマスを利用した電力を生み出していることから電気事業者による新エネルギー等の利用に関す

る特別措置法（新エネルギー等利用法）に基づく新エネルギー等発電設備に認定されている。ま

た、隣接する農業用温室に温水を供給しており、地域社会との共存という点で先進的である。な

お、本施設整備事業は「廃棄物処理施設における温暖化対策事業」による国庫補助を受けている。 
設計諸元は表 3.(12).2 のとおりであり、余熱利用による温室効果ガス排出削減量は、次のとお

り算出された。 
発電による CO2削減量：0.000378 (t-CO2/kWh)×14,040 (MWh/年)＝5,310 (t-CO2/年) 
熱供給による CO2削減量：44/12×0.0189 (t-CO2/GJ)×8,960 (GJ/年)＝620 (t-CO2/年) 
CO2削減量の合計：5,310 (t-CO2/年) ＋620 (t-CO2/年)＝5,930 (t-CO2/年) 

表 3.(12).2 ㈱市原ニューエナジーの設計諸元 

処理量 96t/日

発熱量 11.5MJ/kg

稼働時間 24時間/日×300日

方式 蒸気タービン方式

出力 1,950kW

発電効率 15.30%

年間発電量 14,040MWh

方式 温水供給方式

利用用途 農業用温室の暖房熱源

供給熱量 7.0GJ/h

供給時間 16h/日×80日/年

年間熱供給量 8,960GJ/年

廃棄物の処理量等

発電

熱供給

 
（出典：環境省産業廃棄物課調べ） 

 
■ トランスヒートコンテナによる熱のオフライン輸送 

奥羽クリーンテクノロジー㈱は、平成 19 年度に青森県八戸市において、一般・産業廃棄物の焼

却施設の余熱をトランスヒートコンテナにより水産関連施設に供給する施設を整備した。トラン

スヒートコンテナは、熱を蓄積する PCM を運ぶ車両であり、焼却施設での余熱が PCM に蓄積さ

れ、水産関連施設において貯蔵された熱が放熱され、アワビ稚貝栽培のための海水加温に利用さ

れる。2 台のトランスヒートコンテナが運用され、1 日あたり 3 回（台）の熱輸送が行われている。

なお、本施設整備事業は「廃棄物処理施設における温暖化対策事業」による国庫補助を受けてい

る。 
本事業における熱輸送量等は、表 3.(12).3 に示したとおりであり、これによる CO2排出量削減

効果は、次のとおり算出された。 
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① 供給先の燃料使用削減による CO2排出削減効果（同量の熱量を A 重油で賄ったと仮定） 
44/12×0.0189(t-C/GJ)×2,710(GJ/年)÷ボイラ効率 85%＝221 (t-CO2/年) 

② 輸送燃料（軽油）使用による CO2排出量 
44/12×0.0187(t-C/GJ)×38.2GJ/kℓ×36km/台×3 台/日×180 日/年÷燃費 2km/ℓ＝25 (t-CO2/年) 

③ 熱源側設備動力（蓄熱時の電力使用）による CO2排出量 
0.000441(t-CO2/kWh)×（廃熱ボイラ設備 67kW＋循環ポンプ 5.5kW）×負荷率 0.7×3.5h/台×3

台/日×180 日/年＝42 (t-CO2/年) 

④ 熱利用側設備動力（放熱時の電力使用）による CO2排出量 
0.000441(t-CO2/kWh)×循環ポンプ 11kW×負荷率 0.7×4.7h/台×3 台/日×180 日/年＝9 (t-CO2/年) 

 
CO2排出削減量＝①－（②＋③＋④）＝145t-CO2/年 

表 3.(12).3 トランスヒートコンテナにおける熱輸送（八戸市） 

処理量 最大200t/日

稼働時間 24時間/日×300日

熱利用用途

熱容量 5.02GJ/台

15.06GJ/日（3台）

2,710GJ/年（年間180日）

輸送距離 36km（往復）

蓄熱に要する時間 3.5h/台

放熱に要する時間 4.7h/台

アワビ稚貝栽培のための海水加温

熱輸送量

熱輸送量

廃棄物の処理量等

 
（出典：環境省産業廃棄物課調べ） 

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

1 廃棄物処理施設における温暖化対策事業

15 森林・林業・木材産業づくり交付金（うち木質バイオマス利用促進整備）

16 木材産業体質強化対策事業

18 新エネルギー事業者支援対策事業

21 日本政策投資銀行 環境配慮型社会形成促進事業

24 農林漁業金融公庫農林漁業施設資金（バイオマス利活用施設）

26 畜産経営環境調和推進資金

27 中小企業金融公庫 資源エネルギー資金

28
地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の軽減
（ローカルエネルギー税制）

29 木材産業体質強化対策事業

30 工事費負担金の圧縮記帳の特例

32 エネルギー需給構造改革投資促進税制
税制優遇

融資

補助
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(13) 発電出力・発電効率の向上 

 
 
 
 
【解 説】 

既存の廃棄物発電設備を高効率発電設備に改修することで、回収できる電力量が増加する。通

常、廃棄物発電における発電効率は 10～15%程度であり、電力会社による発電に比べると半分以

下の水準である。高効率化が難しい主な理由としては、タービン排気温度、蒸気条件、所内動力

等様々な理由が考えられるが、以下の方策をとることで、発電効率の改善が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.(13).1 廃棄物エネルギーの利用 

表 3.(13).1 発電効率向上のための方策 

具体的内容

・逆潮流不可から可への変更 ・電力会社との契約変更により売電が可能となる。

・水噴射式のボイラ化
・燃焼ガス冷却方法を水噴射式からボイラ方式に変更し、
排熱回収を行う。

・タービン増設
・余剰のボイラ蒸気を有効利用するために、蒸気タービン
を設置して発電を行う。また、誘引通風機等の大型補機を
タービン駆動とする。

・タービン定格出力の増大
・タービン定格以上の余剰蒸気がある場合、タービンの部
分改造を行い、タービン定格出力を増大。

・白煙防止設備の取り止め

・煙突からの白煙を防止するための空気予熱の熱源として
蒸気を利用しているが、白煙は排ガス中水分が冷却され水
滴化し、白煙として見られるものであり有害ではない。白
煙防止を止め、発電に利用する蒸気を増やす。

・低空気比燃焼
・空気比を下げることが可能であれば、燃焼空気量を調節
し、低空気比燃焼（例えば、空気比1.6→1.4）を行うこと
により蒸気発生量を増加させる。

施設運用

方策の例

施設設計

設備・
機器改善

 

出典：「廃棄物からのエネルギー回収」（(財)廃棄物研究財団） 

 既存の廃棄物発電設備を高効率発電設備に改造し、発電効率を向上（回収できる電力量を

増加）させることで、温室効果ガスの発生抑制を図る。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
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燃焼空気 

白煙防止

用混合器

白煙防止用

空気予熱器

焼却炉 焼却炉ボイラ 過熱器
排ガス

処理
煙 突 

飽和蒸気 

白煙防止用空気

（熱利用）

燃焼ガス 廃棄物 
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蒸 

気 

電力会社 電 力

所内電力

蒸気タービン 発電機

蒸気復水器復水タンク

大気 
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【事 例】 

規模 120t/日（60t/24h×2 炉）の施設において、ごみ搬入量の増加傾向が続き多量の余剰蒸気

が発生したため、現有タービンの部分改造（6 段復水タービンの 3 段分のノズル改造）により、

発電出力を 1000kW から 1375kW に増強した。なお、タービン入口蒸気量は 10.5t/h から 13.5t/h
に増加（蒸気復水器にて捨てていた蒸気が減少）、タービン出入口蒸気圧力に変化はない。 
改造前は電力を購入していたが、発電効率は 7.9%から 10.7%に上昇し、改造後は約 350kW の

売電に転じた。 
 
発電増加量から二酸化炭素削減寄与分を試算すると、 

375kW×24h/日×180 日/年×0.000555t-CO2/kWh※＝900 (t-CO2/年) 
※ 地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項に定める排出係数 

 

出典：「ごみ処理施設におけるエネルギー回収の向上および省エネルギー方策」、第51回全国環境衛生大会抄録集、

日本環境衛生センター、pp.62-65、2007 

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

補助 1 廃棄物処理施設における温暖化対策事業

融資 36 日本政策投資銀行 環境配慮型社会形成促進事業  
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(14) 廃棄物／バイオマス燃料製造 

 
 
 
 
【解 説】 

廃棄物／バイオマス燃料製造とは、廃棄物（再生資源）を原材料として燃料を製造することで、

代表的なものとしては、RPF（Refuse Paper & Plastic Fuel；古紙及び廃プラスチック類を主原

料とした固形燃料）、廃プラスチック油化、木くずのチップ化、メタン化等がある。これらの廃棄

物燃料は、発電や熱利用の燃料として利用される。 
可燃性廃棄物の固形化、廃プラスチック油化等により、運搬等が可能となり、廃棄物エネルギ

ーの利用先が拡大するとともに、単位体積当たりの熱量も増加し、より効率の高いエネルギー利

用が可能となる。 
これら産業廃棄物を原料とした原燃料の製造を推進することにより、焼却処分される産業廃棄

物量が削減されるとともに、製造原燃料を工場等で代替利用することで、工場内での石油由来原

燃料使用量を削減できる。 
木くず、下水汚泥等のバイオマスを燃料として活用する場合、カーボンニュートラル（26）と考

えられ、温室効果ガス排出量としてカウントされない。このため、バイオマスの利用は、温室効

果ガス削減効果の面で、廃棄物利用よりも有利となる。 
また、電気事業者に一定量以上の新エネルギー等による電気の利用を義務づける「電気事業者

による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（以下「RPS 法」という。）」により、事業者が

バイオマス燃料を活用して発電事業を行った際、電力会社への売電と新エネルギー等電気相当量

の売却収入が見込まれ、発電事業の採算性も向上する。 
バイオマス燃料製造には、熱分解・部分酸化によるガス化、微生物を利用した発酵によるメタ

ン、エタノール化、直接液化などによる方法がある。現在利用されているバイオマスエネルギー

の多くは、バイオマス系の廃棄物（一般廃棄物、産業廃棄物（林業・農業・畜産業による廃棄物

を含む））の焼却や発酵などによるエネルギーである。 

                                                  
（26） バイオマス燃焼により排出された二酸化炭素は、次の世代の樹木成長で吸収されるため、実質的には排出がゼロとなる考

え方である。 

 廃棄物／バイオマスを原料とした燃料製造を推進することにより、焼却処分される廃棄物

量を削減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

○



 49

 
出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 2 版）（NEDO） 

 
 
【試算例】 

(1) 廃棄物燃料製造モデル（製紙工場の燃料の RPF 化）による効果 

国内製紙メーカーにおいては、CO2 排出量削減の観点から、廃棄物エネルギーや再生可能エネ

ルギーへの転換が進められている。年間 13,200kℓ の A 重油を使用する工場のボイラにおいて、

50%を RPF で代替したと仮定すると、以下に示す温室効果ガス排出量削減効果が見込める。 
RPF による代替量：13,200,000（ℓ/年）×0.5 ＝ 6,600,000（ℓ/年） 

熱量換算：6,600,000（ℓ/年）×39.1（MJ/ℓ）÷29.3（MJ/kg）＝8,807,509（kg）≒8,810（t/年） 
6,600,000（ℓ/年）×2.71（kg-CO2/ℓ）－ ｛8,810（t/年）×1.57（t-CO2/t） 

＋ 8,810（t/年）×0.00017（t-N2O/t）｝× 310 ≒  3,600（t-CO2/年） 
A 重油の使用（焼却）に伴う温室効果ガス排出量（t- CO2）－ 
｛RPF 消費量（t）× RPF の CO2排出係数（t- CO2/t） 
＋RPF 消費量（t）× RPF の N2O 排出係数（t-N2O/t）×地球温暖化係数｝ 

 
(2) バイオマス燃料製造（バイオマスのメタン化）による効果 

焼却施設試算モデル（100t/日）において、廃棄物の 40%を厨芥類が占めると仮定する。厨芥類

のメタン発酵による発生ガスを、既存施設の天然ガス利用の代替として利用できたとすると、CO2

年間削減量は次のとおり試算される。 
2,426（MJ/t 生ごみ）1)×（100×0.4）（t 生ごみ/日）×0.0733（kg-CO2/MJ）2)/1000×365（日

/年）＝ 2,600 (t-CO2/年) 
 
1) 平成 19 年 9 月 食料農業農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会「食品循環資源の再生利用等

の促進に関する基本方針の改定について最終取りまとめ（案）」 
2) 平成 12 年 6 月 環境省中央環境審議会地球環境部会 目標達成シナリオ小委員会「中間取りまとめ」 

図 3.(14).1 バイオマス資源の分類 
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【支援制度】 

区分 番号 制度名

2 エコ燃料利用促進補助事業

3 再生可能エネルギー高度導入地域整備事業

11 地域バイオマス利活用交付金（ハード支援）

12 バイオマスの環づくり交付金

15 森林・林業・木材産業づくり交付金（うち木質バイオマス利用促進整備）

16 木材産業体質強化対策事業

22
日本政策投資銀行 地球環境対策事業
新エネルギー・自然エネルギー開発

24 農林漁業金融公庫 農林漁業施設資金（バイオマス利活用施設）

29 木材産業体質強化対策事業

34 食品リサイクル設備に係る特例

35 資源再生化設備等の特別償却

36 バイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減措置

補助

税制優遇

融資
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(15) 分別排出・選別の徹底 

 
 
 
 
【解 説】 

建設現場等で発生する廃プラスチックや廃木材、木くず等を適切に分別することで、資源化を

進めると同時にごみ焼却量を低減し、また焼却に伴う CO2（廃プラスチック）、N2O（廃木材、木

くず等）の排出量低減につながる。より効率的に資源化を行うためには、排出段階での分別がよ

り効果的であり、これを推進するためには、分別ヤードの配置、分別表示、現場内教育や日常管

理の方法など、処理業から排出現場に対して支援するなどの働きかけを行うことも重要である。 
以下に、排出事業者（建設現場）に対して処理業から分別排出の働きかけや支援が行なわれて

いる例を示す。 

表 3.(15).1 排出事業者に対する分別排出の働きかけ、支援の例 

項 目 排出事業者への啓発内容 

１．管理体制 

朝礼時教育や分別教育等の日常管理体制・PDCA、監視員配備、ヤード配

備・分別品目の変化の周知徹底、産廃業者と一体となった協力会設置、浸

透ツールの作成・使用（ポケットサイズの分別品目一覧表）等 

２．作業員教育 
分別の意識付け教育、朝礼、新規入場時、一斉清掃時、分別勉強会等の

開催の薦めと内容、デモンストレーションの実施等 

３．分別ヤード 

工事の進捗に対応したヤード配備・分別品目、侵入経路への配慮、狭小な

現場での対応、屋根つきヤード、視認性の高い分別表示板（禁忌事項表

示）や横断幕等 

４．排出量データ管理 排出原単位や分別率の数値目標設定（計画と実績管理） 

出典：建設副産物リサイクル広報推進会議発行 季刊誌「建設リサイクル」（Vol.37～41 連載）  
「建設リサイクルの基礎講座」より   

 
【試算例】 

(1) 廃プラの焼却量削減 

焼却施設試算モデル（100t/日）において、分別排出の徹底に伴い、可燃ごみ中の廃プラスチッ

クが日量 10 トン、年間で 2,800 トン（施設稼働日数 280 日）減少したとすると、減少分が焼却

処理された場合に比べて、 
2,800（t）×2.55（t-CO2/t）＋ 2,800（t）×0.17×10-3（t-N2O/t）× 310 ＝  7,300 (t-CO2/年)  

の排出削減につながる。 
 

 廃プラスチック類、木くず等、資源化が可能な廃棄物について、可能な限り選別を行い、

焼却量を低減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

○
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(2) 木くずの焼却量削減 

焼却施設試算モデル（100t/日）において、分別排出の徹底に伴い、可燃ごみ中の木くずが日量

5 トン、年間で 1,400 トン（施設稼働日数 280 日）減少したとすると、減少分が焼却処理された

場合に比べて、 
1,400(t)×0.000010(t-N2O/t)×310 ＝ 4.3 (t-CO2/年) 

の排出削減につながる。 
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(16) 下水汚泥等焼却炉の高温燃焼化 

 
 
 
 
【解 説】 

流動床炉を用いて下水汚泥等を焼却する際、廃棄物中に含まれる窒素分の N2O への転換率は、

燃焼温度が低いほど高くなる。このため、燃焼に際して、通常の焼却温度（800℃）から高温焼却

（850℃）に転換することにより、汚泥の場合、焼却量当たりの N2O 排出量を約 6 割減少させる

ことが可能になる。ただし、焼却炉の燃焼温度を上げるほど、助燃剤使用量が増え、CO2 排出量

の増加につながるため、温室効果ガスの排出削減効果がもっとも大きくなる 850℃付近での燃焼

が推奨される。 
なお、下水汚泥のほか、動植物性残さや廃油等の焼却においても N2O が発生する可能性がある

が、同様に高温燃焼を実施することで、排出量の低減化が可能である。 
 
【試算例】 

焼却処理施設モデルにおいて、日量 100 トンの処理量のうち、2 割が下水汚泥と仮定し、これ

を 1)通常燃焼、2)高温燃焼させた場合の N2O の排出量を比較する。 
下水汚泥（高分子凝集剤を添加して脱水したもの）を流動床炉で焼却した場合の排出原単位は、

それぞれ以下のとおりである。 

表 3.(16).1 燃焼温度による N2O 排出原単位 

燃焼温度 排出原単位 

通常燃焼（800℃） 0.00151(t-N2O/t) 

高温燃焼（850℃） 0.000645(t-N2O/t) 

 
施設の年間稼働日数を 250 日とすると、 

100(t/日)×0.2×250(日/年)×(0.00151－0.000645)＝4.3(t-N2O/年) 
これを CO2に換算して、 

4.3(t-N2O/年)×310＝1,300 (t-CO2/年) 

下水汚泥等の有機性廃棄物を焼却する際に、一酸化二窒素（N2O）の発生量を抑えるため、

高温燃焼による完全燃焼を実施する。 

管理
事務所

収集
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○
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(17) 有機性廃棄物の資源化・中間処理 

 
 
 
 
 
【解 説】 

有機性廃棄物は、埋立てると分解の際にメタンガスが発生する原因となる。最終処分場から

の発生するメタンガスを減らすには、大きく「有機性廃棄物の受入れを極力行わないこと」と

「処分場を準好気状態に近づけること」が重要である。 
有機性廃棄物は排出事業者と連携し、可能な限り再資源化または焼却など中間処理し、埋立

処分される分解性炭素量を少なくすることが、温暖化対策の面から最も効果的であり、かつ処

分場の早期安定化にもつながる。再資源化のためには、排出源で夾雑物を少なくするように、

排出事業者に働きかけ協力してもらうことが重要である。 
 
有機性廃棄物の資源化の方法は種類によって分かれる。特に食品産業系（動植物性残さ）は、

たとえば、夾雑物が少なく高品質なものは飼料化、飼料化不適物は堆肥化、いずれにも適さな

いものはメタン発酵によりメタン回収しエネルギー利用するようなカスケード的な利用が合理

的である。 
これら有機性廃棄物のエネルギー利用について、乾燥系、湿潤系、その他の種類毎に、エネ

ルギー利用形態は図 3.(17).1 のように整理される。 

 
 
 

図 3.(17).1 バイオマスの種類と利用方法 

 最終処分場からの温室効果ガス（メタンガス）の発生を抑制するには、有機性廃棄物を直

接埋め立てずに資源化や中間処理を行うことで、生分解性炭素の埋立を回避・削減すること

が最も効果的である。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
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○ ○

出典：バイオマスエネルギー導入ガイドブック 第 2 版（2005 年 9 月）
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焼却処理とリサイクルの一手法である堆肥化を比較する場合、以下の点に留意する必要があ

る。 
・ 有機性廃棄物に含まれる炭素はカーボンニュートラル（有機物としての固定量と大気での

存在量の総量は変わらない）であり、燃焼や発酵により生ずる非エネルギー起源 CO2は温

室効果ガスとしては計上しない。 
・ 含水率の高い有機性汚泥等を焼却する場合は、乾燥や助燃剤として用いる重油に由来する

エネルギー起源の CO2が排出される。 
・ 焼却処理では分解性炭素はほぼ無くなるが、堆肥化では分解性炭素が残留し、埋立処分し

た場合に CH4が発生する。 
・ また堆肥は使用（施肥）に伴って N2O や CH4が発生する。 
なお、堆肥化を実施する場合は、なるべく埋立処分しないために、利用先の確保が取り組む

際の前提となる。 
 

【試算例】 

堆肥製造時の乾燥・加熱に化石燃料や電気を用いる際、および施肥を行う際の温室効果ガスに

ついて算定をした結果を以下に示す。焼却処理試算モデル 100t／日のうち、動植物性残さの処理

量は、25t／日と仮定する。 

表 3.(17).1 堆肥製造・使用と焼却による CO2削減効果 

CO2排出原単位 CO2削減量
※1

（t-CO2/単位） （t-CO2/年間）

軽油 5.1 ℓ/日 1,862 ℓ/年 0.002619 4.88

電力 276 MJ/日 10,322 ｋWh/年 0.000555 5.73

20.97

A重油 10.75 ℓ/年 0.002710 0.03

電力 250,000 ｋWh/年 0.000555 139

※1　埋立処理した場合との比較

※2　動植物性残さ；食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
　　　出典：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（NARO）「バイオマス利活用システムの設計と評価」
　　　の生ごみ堆肥化施設のエネルギー収支試算結果を準用
※3　堆肥の生産量は、投入量1tにつき堆肥360kgと設定（出典は※2と同じ）
　　　25（t/日）×365（日）×堆肥生産率0.36×堆肥の窒素含有量0.0395(t-N/t)
　　　　　×排出原単位0.011(t-N2O/t-N）×地球温暖化係数21
※4　出典；100t/日規模の4施設実績調査結果の平均値を処理量25/日で按分
※5　25（t/日）×365（日）×固形分割合0.25×分解率0.1×排出係数0.143(t-CH4/t）×地球温暖化係数21

使用燃料
エネルギー使用量 CO2排出量

日使用量 年間使用量 （t-CO2/年間）

138.8 546.3

動植物性残さ
※2

堆肥化
堆肥の使用に伴うN20の発生※３(CO2換算）

653.531.6

埋立
25t/日の動植物性残さが嫌気状態で埋立てられたと仮定し、発生す

るメタンをCO2換算※５ 685.1

焼却施設※４

 
【支援制度】 

区分 番号 制度名

11 地域バイオマス利活用交付金（ハード支援）

12 バイオマスの環づくり交付金

13 食品資源循環形成推進事業

14 食品循環資源経済的処理システム実証事業

21 日本政策投資銀行 環境配慮型社会形成促進事業

25 農林漁業金融公庫 食品安定供給施設整備資金
融資

補助
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(18) 準好気性埋立状態の維持 

 
 

 

 

【解 説】 

やむなく埋め立てた有機性廃棄物から発生するメタンガスを削減するためには、最終処分場

において、浸出水集排水設備と通気装置（ガス抜き管）の適切な設計・施工、両設備の目詰や

損傷に留意した埋立管理、また、保有水の排水を促進し、内部貯留を防止することで大気が廃

棄物層内を換気する経路が確保されるような維持管理を通じて、極力、埋立地内の準好気性雰

囲気を維持することが重要である。 

 

「産業廃棄物最終処分場維持管理マニュアル」（平成 18 年 9 月，社団法人全国産業廃棄物連

合会）等に基づき、適切な管理を行うことによって、CH4排出量を低減することが可能である。

最終処分業者が実施可能な維持管理対策として、以下のような対策等が挙げられる。 
 

① 法令等に基づく適正な覆土施工 
 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（施行令第 6 条第 1 項第 3 号ヲ） 

“腐敗物を含む埋立処分を行う場合は、一層の廃棄物埋立厚さは概ね3m以下、かつ、

一層ごとにその表面を土砂により概ね 50cm 覆うこと”と規定されている。 
 ・廃棄物最終処分場整備の計画設計要領（全国都市清掃会議） 

即日覆土は、可能な限り透水性、通気性の良い砂質土系の土質が望ましい。 
② 浸出水集排水管水位及び浸出水集排水管の維持管理 
  浸出水集排水管の水位は、満管ではなく、空気が取り込めるように維持管理すること

で、好気性雰囲気を保つことができる。 

  

地表 空気・水の流れ

嫌気性領域ガスの流れ

好気性領域

好気性領域

水の流れ 

空気の流れ 

地盤 浸出液集排水  
出典：「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキスト（平成 19 年度）」 

（（財）日本産業廃棄物処理振興センター）p.221 抜粋 
 
③ 計画的な竪型ガス抜き管の延伸工事及び目詰まり・損傷に留意した埋立作業管理 

 

 やむなく埋め立てた有機性廃棄物から発生する温室効果ガス（メタンガス）は、最終処分

場を準好気性雰囲気で管理し、削減する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

○

水位の上昇の抑制 
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【試算例】 

最終処分場において、嫌気性埋立を続けた場合と、埋立地全体が準好気性埋立になるように維

持管理を改善した場合の温室効果ガス排出量の比較を行った。 
 動植物性残さ（厨芥類）が 25（t/日）管理型最終処分場に最終処分されるものと仮定する。 
この場合、最終処分に伴う温室効果ガス（メタン）の 10 年間の排出量は、温対法の算定式により

CO2換算で算出（資料 3 参照）すると、以下の通りとなる。 
 
①完全に嫌気性埋立とした場合 

25（t/日）×365（日）×固形分割合 0.25×分解率 0.1×嫌気性埋立の排出係数※0.143(t-CH4/t）
×地球温暖化係数 21×10 年＝6,851（単位：t-CO2） 
 

②完全に準好気性埋立とした場合 
25（t/日）×365（日）×固形分割合 0.25×分解率 0.1×準好気性埋立の排出係数※0.072(t-CH4/t）
×地球温暖化係数 21×10 年＝3,425（単位：t-CO2） 

 
③段階的に準好気性埋立とした場合 

同様に、段階的に準好気性埋立に改善されたと仮定（年間埋立量 25（t/日）×365（日）=9,125
（t/年）のうち、嫌気性 90%、準好気性 10%（2006 年）、嫌気性 80%、準好気性 20%（2007
年）、・・・と年間 10％ずつ改善されるものと仮定）する。 
この場合の 10 年間の温室効果ガス発生量は、以下の表の通りとなる。 

 
表 3.(18).1 段階的に準好気性埋立とした場合のメタン発生量 
埋立年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

嫌気性 8,213 7,300 6,388 5,475 4,563 3,650 2,738 1,825 913 0

準好気性 912 1,825 2,737 3,650 4,562 5,475 6,387 7,300 8,212 9,125
合計 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125

嫌気性 617 548 480 411 343 274 206 137 69 0
準好気性 34 69 103 137 171 206 240 274 308 343

小計 651 617 582 548 514 480 445 411 377 343
合計 4,967

埋立量（t／年）

排出量（t-CO2）

 
 
結果、嫌気性埋立から完全に準好気性埋立に改善・維持することで、埋立期間 10 年間における

CH4の排出削減量を、CO2換算で 6,851－3,425＝3,426 (t-CO2)削減可能であると試算された。こ

れは、嫌気性埋立を続けた場合に想定される排出量の約 50%に相当する。また、段階的に準好気

性埋立とした場合には、6,851－4,967＝1,884 (t-CO2)、削減可能であると試算された。これは、

嫌気性埋立を続けた場合に想定される排出量の約 28%に相当する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※IPCC ガイドライン（2006 年版）では、嫌気性埋立処分場の好気性分解補正係数（埋立地内で

好気性分解が生ずる割合）デフォルト値を 1.0、準好気性埋立の好気性分解補正係数を 0.5 に設

定しており、この値は我が国の温室効果ガス排出量算定にも採用されている。これは埋立処分場

で準好気性雰囲気を維持することにより、メタンガス排出量を半減できることを示している。 
また、準好気性埋立はそもそも浸出水の水質改善と早期安定化のために開発された工法であり、

これらの環境保全効果も得られる。 



 58

 
(19) 埋立地への雨水浸入量削減による施設稼動負荷の低減 

 
 
 
【解 説】 

① 設計時 
雨水を廃棄物に触れさせずに適切に系外へ放流するための設備等（最終覆土、外周水路、小

段排水等）を設けることにより、浸出水処理施設の処理量を最小にする。 
② 供用後 
ごみの埋立状況に応じて、区画に応じて、それぞれ以下の対応を行う。 

◇ 埋立終了区画：できるだけ植栽や傾斜、キャピラリバリア（27）などにより表面流を排除し、

浸透量を最小化する工夫をする。 
◇ 埋立中区画・未埋立区画：こまめに区画堤を設け、浸出水とならない部分については、雨

水として排水する。ただし、内部貯留が起こらないようにポンプアップ等の工夫が必要で

ある。また、雨水集排水設備は適切に維持管理して本来の機能を損なわないようにする。 
 

 
 
 
 
 

 
図 3.(19).1 雨水排水計画の概念図 

（出典；「産業廃棄物最終処分場維持管理マニュアル」（全国産業廃棄物連合会）） 

                                                  
（27）

上層部に透水係数の低い砂，下層に透水係数の高い礫を用いて構成された、毛管力の働きによって形成される遮水層。砂

層を降下した浸透水は礫層へは浸透せず、境界付近を傾斜に沿って横方向に流れ、砂・礫境界面が遮水層として機能する。 

 適切な雨水集排水設備を設けることにより、埋立地外部からの雨水浸入をできるだけ防ぎ、

埋立地の適切な管理を行うことで、施設稼動負荷を低減させ、使用電力量を抑制する。 

管理
事務所

収集
運搬

中間
処理

最終
処分

○

埋立終了区画

埋立中区画 外周水路

集排水溝

未埋立区画 

（呑口閉鎖）

集排水溝

（平面）

⇒安定化区画；表層の流出水は雨水として排水

⇒浸透したものは浸出水として処理施設へ導水

⇒地下水集排水管等へ導水し雨水

として排水 

⇒浸出水集排水管等により浸出水

として処理施設へ導水 

地下水集排水管

（断面）
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【試算例】 
■ 最終処分 

雨水浸入量の削減により、最終処分試算モデルにおける浸出水処理施設の電気使用量

32,750kWh/年を 10%削減できたと仮定すると、これによる CO2排出量削減効果は、 
32,750kWh/年×10%×0.000555t-CO2/kWh※＝1.8 (t-CO2/年) 
※ 地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項に定める排出係数 
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18

6 262 tCO2 94.1%

3,764 tCO2 5.9%

CO2 5 5,683 tCO2

87.0% CO2 5,796 tCO2 9.1% CO2(

) 651 tCO2 1.0% PFC 642 tCO2 1.0% N2O 636 tCO2

SF6 438 tCO2 HFC 141 tCO2 CH4 39 tCO2

18 6 4,025 tCO2 18

13 4,100 tCO2 48%

( tCO2)

CO2 556,829,248 (87.0%) 519,193,461 14,359,690 14,746,097 8,530,000 19,679,237

CO2 57,955,811 (9.1%) 57,955,811

CO2

CH4 386,400 (0.1%) 386,400

N2O 6,361,304 (1.0%) 6,361,304

HFC 1,413,784 (0.2%) 1,413,784

PFC 6,422,431 (1.0%) 6,422,431

SF6 4,375,222 (0.7%) 4,375,222

640,254,710 602,618,923 14,359,690 14,746,097 8,530,000
(100.0%) (94.1%) (2.2%) (2.3%) (1.3%)

CO2

6,510,509

382,048,165382,048,165

(1.0%)6,510,509

%
CO2
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640 tCO2

2.2%
2.3% 1.3%

94.1%

640 tCO2

CH4

0.1%
N2O
1.0%

HFC
0.2%

PFC
1.0%

SF6

0.7%

CO2

87.0%

CO2
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5 3,190
tCO2 88.3%

2,837 tCO2 4.7% 1,649 tCO2 2.7% 547

tCO2 0.9%

1 9,653 tCO2 32.6% 9,101 tCO2

15.1% 7,016 11.6% 3,796 tCO2 6.3%

3,168 tCO2 5.3% 2,132 tCO2 3.5%

CO2 3 8,205 tCO2
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1/2
( tCO2)

CO2 CO2

CO2 CO2

519,193,461 57,955,811 6,510,509 386,400 6,361,304 1,413,784 6,422,431 4,375,222 602,618,923 382,048,165
(86.2%) (9.6%) (1.1%) (0.1%) (1.1%) (0.2%) (1.1%) (0.7%) (100.0%) (63.4%)

A 272,992 19,100 292,092 (0.0%)
1 272,992 19,100 292,092 (0.0%)

D 820,797 304,716 13,000 27,815 1,166,328 (0.2%)
5 820,797 304,716 13,000 27,815 1,166,328 (0.2%)

E 73,240 73,240 (0.0%)
6 73,240 73,240 (0.0%)

F 463,354,510 46,124,238 6,395,449 251,604 3,643,155 1,413,784 6,422,431 4,298,312 531,903,485 (88.3%)
9 11,767,005 3,230 3,910 11,774,145 (2.0%)

10 4,083,845 35,000 4,118,845 (0.7%)
11 ( , ) 2,911,451 5,500 2,916,951 (0.5%)
12 116,273 116,273 (0.0%)
13 ( ) 460,091 5,740 13,000 478,831 (0.1%)
14 144,383 144,383 (0.0%)
15 28,424,422 694,536 1,819,742 38,810 692,996 5,736 31,676,241 (5.3%)
16 1,959,610 4,570 51,512 13,456 2,029,148 (0.3%)
17 77,398,219 6,236,443 981,329 7,310 1,897,946 1,117,823 2,003,385 1,366,000 91,008,455 (15.1%)
18 37,540,668 174,797 21,081 223,454 37,960,000 (6.3%)
19 ( ) 6,738,058 4,682 18,298 20,000 150,000 32,700 6,963,738 (1.2%)
20 2,888,601 75,430 4,765 4,292 3,600 2,976,688 (0.5%)
21 36,118 36,118 (0.0%)
22 35,611,872 31,648,167 2,345,876 16,242 533,977 3,227 70,159,361 (11.6%)
23 188,366,973 7,308,264 496,392 168,161 190,385 196,530,175 (32.6%)
24 10,911,127 137,531 354,917 4,500 15,000 484,995 11,908,070 (2.0%)
25 4,388,782 6,920 4,395,702 (0.7%)
26 5,356,949 13,500 45,900 5,416,349 (0.9%)
27 5,145,044 15,765 5,625 118,900 94,250 421,120 5,800,704 (1.0%)
28 2,071,650 24,600 210,500 2,306,750 (0.4%)
29 15,964,883 32,550 3,532 118,121 4,028,498 1,176,090 21,323,675 (3.5%)
30 19,472,591 25,840 71,532 38,100 21,530 56,506 551,013 20,237,112 (3.4%)
31 963,247 963,247 (0.2%)
32 632,648 29,875 662,523 (0.1%)

G 25,755,060 35,940 41,591 2,527,989 14,035 28,374,615 (4.7%) 382,048,165
33 20,593,415 35,940 714,789 14,035 21,358,179 (3.5%) 379,628,800
34 524,796 2,101 526,897 (0.1%)
35 790,142 790,142 (0.1%) 2,419,365
36 3,846,707 39,490 1,813,200 5,699,397 (0.9%)

H 2,711,053 2,711,053 (0.4%)
37 1,538,710 1,538,710 (0.3%)
38 239,314 239,314 (0.0%)
39 649,130 649,130 (0.1%)
40 96,346 96,346 (0.0%)
41 187,553 187,553 (0.0%)

I 1,093,250 1,093,250 (0.2%)
42 58,583 58,583 (0.0%)
44 17,960 17,960 (0.0%)
46 167,290 167,290 (0.0%)
47 325,969 325,969 (0.1%)
48 523,448 523,448 (0.1%)

J 5,460,148 3,967 6,300 5,470,415 (0.9%)
49 45,349 45,349 (0.0%)
51 6,200 6,200 (0.0%)
52 20,420 20,420 (0.0%)
53 21,806 21,806 (0.0%)
54 10,200 10,200 (0.0%)
55 5,320,221 6,300 5,326,521 (0.9%)
56 2,359 2,359 (0.0%)
57 13,993 3,967 17,960 (0.0%)
59 3,697 3,697 (0.0%)
60 15,903 15,903 (0.0%)

(
)

(
)

CH4 N2O HFC PFC SF6

CO2 CO2
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2/2
( tCO2)

CO2 CO2

CO2 CO2

K 789,687 789,687 (0.1%)
61 419,131 419,131 (0.1%)
62 37,211 37,211 (0.0%)
63 25,859 25,859 (0.0%)
64 , 20,819 20,819 (0.0%)
65 , 39,500 39,500 (0.0%)
66 , 2,640 2,640 (0.0%)
67 ( , ) 244,527 244,527 (0.0%)

L 3,685,871 5,800 3,691,671 (0.6%)
69 3,685,871 5,800 3,691,671 (0.6%)

M 2,292,660 2,292,660 (0.4%)
70 3,360 3,360 (0.0%)
72 2,289,300 2,289,300 (0.4%)

N 3,436,535 3,436,535 (0.6%)
73 3,400,266 3,400,266 (0.6%)
74 4,542 4,542 (0.0%)
75 31,727 31,727 (0.0%)

O 3,336,950 6,900 3,343,850 (0.6%)
76 3,087,987 6,900 3,094,887 (0.5%)
77 , 248,963 248,963 (0.0%)

P 57,527 57,527 (0.0%)
78 45,544 45,544 (0.0%)
79 ( ) 11,983 11,983 (0.0%)

Q 4,623,497 11,522,890 66,120 40,490 183,860 55,975 16,492,832 (2.7%)
80 ( ) 42,194 42,194 (0.0%)
81 1,510,185 50,000 1,560,185 (0.3%)
82 231,138 231,138 (0.0%)
83 6,437 6,437 (0.0%)
84 668,785 668,785 (0.1%)
85 1,791,303 11,522,890 66,120 40,490 183,860 13,604,663 (2.3%)
87 2,683 2,683 (0.0%)
89 29,680 29,680 (0.0%)
90 112,077 5,975 118,052 (0.0%)
91 7,816 7,816 (0.0%)
92 47,741 47,741 (0.0%)
93 173,458 173,458 (0.0%)

R 1,386,427 1,386,427 (0.2%)
95 1,023,880 1,023,880 (0.2%)
96 362,547 362,547 (0.1%)

S 43,256 43,256 (0.0%)
99 43,256 43,256 (0.0%)

,

,

( )

,

(
)

( )

CH4
(

)

N2O HFC PFC SF6
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SF6
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tCO2

CO2 CO2

CO2
(

)

CH4 N2O HFC PFC SF6 CO2
(

)(
2006 985390806 736,000 33,440 769,440
2006 985084151 334,000 81,800 197,000 612,800
2006 250453959 53,500 43,600 4,500 101,600
2006 200609309 53,300 78,400 131,700
2006 260814773 51,300 16,400 67,700
2006 470058311 44,400 44,400
2006 985196003 34,800 77,400 7,890 120,090
2006 190221105 30,900 53,300 7,600 91,800
2006 987356643 27,400 27,400
2006 260855823 23,100 23,100
2006 620023617 22,000 190,000 6,100 218,100
2006 983067141 21,410 75,000 96,410
2006 470069477 20,460 33,700 54,160
2006 90092981 19,800 24,800 44,600
2006 390088216 17,800 13,300 31,100
2006 260110538 17,800 17,800
2006 985410005 17,700 17,700
2006 993810191 17,400 7,940 25,340
2006 400072421 14,970 14,970
2006 401016249 13,100 13,100
2006 350142352 12,900 12,900 105,000
2006 250497971 12,800 12,800
2006 250511481 11,900 11,900
2006 400220426 11,800 64,800 76,600
2006 981460377 11,600 11,600 23,200
2006 860037149 11,400 11,400
2006 400055986 10,700 8,840 19,540
2006 370245221 8,850 8,850 17,700
2006 580426816 8,700 161,500 4,300 174,500
2006 430121760 8,600 8,600
2006 985690464 8,530 8,530
2006 570090339 8,358 8,358
2006 410068718 8,300 8,300
2006 987406960 7,300 28,400 35,700
2006 610198450 7,290 35,600 42,890
2006 984033139 7,051 7,051
2006 610346042 6,620 182,000 5,400 194,020
2006 870114644 6,260 6,260
2006 150203828 5,800 148,000 4,180 157,980
2006 370121940 5,720 5,720
2006 400886725 5,320 53,100 58,420
2006 390073563 5,020 5,020
2006 350090004 4,800 3,800 8,600
2006 740107154 4,480 4,480
2006 540142309 4,309 76,600 80,909
2006 349001791 4,000 12,100 16,100
2006 500262008 3,850 21,300 25,150
2006 890219797 3,603 3,603
2006 330064769 3,590 7,100 5,920 16,610
2006 260492281 3,100 46,200 3,800 53,100
2006 400115019 3,100 40,600 43,700
2006 270357898 3,000 3,000
2006 260086272 2,900 17,100 20,000
2006 580056804 2,855 2,855
2006 410076040 2,800 2,800
2006 260442897 2,700 2,700
2006 987073657 2,700 2,700
2006 260954394 2,600 2,600
2006 982159258 1,140 1,140
2006 810334459 1,003 1,003
2006 150323586 91,500 91,500
2006 270101078 76,300 76,300
2006 994010399 66,300 66,300
2006 200394582 56,000 56,000
2006 10480867 55,400 55,400
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2006 390030511 6,840 6,840
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別表１その他の主要エネルギー消費設備の電気使用設備： 
　低損失変圧器、進相コンデンサ、高効率モータ、インバータ制御装置、デマンドコントロール装置等をさす。 
 
別表１その他の主要エネルギー消費設備の空気調和設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備等： 
　高効率ターボ冷凍機、予冷予熱時外気取入制御、水・空気搬送ロスの低減、建物の気密化、ガスエンジン給湯器、 
　インバータ制御方式（エレベータ）等をさす。 
 
別表１その他の主要エネルギー消費設備の照明設備： 
　LED照明器具、光ダクトシステム、昼光利用システム等をさす。





 
別表４の水処理工程・汚泥処理工程： 
　受入・貯留設備、生物反応処理設備、汚泥乾燥・燃焼設備、熱利用設備等をさす。 
 
別表１その他の主要エネルギー消費設備の電気使用設備： 
　低損失変圧器、進相コンデンサ、高効率モータ、インバータ制御装置、デマンドコントロール装置等をさす。 
  
別表１その他の主要エネルギー消費設備の空気調和設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備等： 
　高効率ターボ冷凍機、予冷予熱時外気取入制御、水・空気搬送ロスの低減、建物の気密化、ガスエンジン給湯器、 
　インバータ制御方式（エレベータ）等をさす。 
  
別表１その他の主要エネルギー消費設備の照明設備： 
　LED照明器具、光ダクトシステム、昼光利用システム等をさす。
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